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注）「ユニバーサルデザイン」は文中で「UD」と略している箇所もあります。  
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のスパイラルアップ（点検・評価・改善） 
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１ 位置づけ 

 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画（第２期）に基づき、２８の施策・事業を毎年度、点検

し、世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会からの講評・意見や区民意見をいただきな

がら、評価・改善していくことをスパイラルアップの取組みとして実施してきている。 

ユニバーサルデザインの質の向上につなげていくため、平成２８年度の取組みについて、スパ

イラルアップ（点検・評価・改善）を行った内容をここにまとめる。 

 

 

２ 流れ 

平成２９年  １月   区で事業の進捗状況の集約を行う。 

２月   ユニバーサルデザイン環境整備審議会の部会を開催。 

全事業の区所管課へのヒアリングを実施。  

３月   冊子「世田谷ＵＤスタイル２０１７」の発行に伴い、アンケート形

式でユニバーサルデザインに関する区民意見を募る。 

５月 ユニバーサルデザイン環境整備審議会の部会を開催し、ヒアリング結

果と区民意見を踏まえ部会ごとに講評提案の案を作成。 

６月  ユニバーサルデザイン環境整備審議会にて講評・提案をまとめる。 

８月 区のホームページにて「平成２８年度ユニバーサルデザイン推進事業

スパイラルアップ（点検・評価・改善）」の全体を公表する。 



UD（ユニバーサルデザイン）のスパイラルアップ 

 

2 
 

３ 世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会からの 

講評・提案等 

 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画（第２期）に掲げている２８の施策・事業の取り組み

成果について、事業の改善につなげていくため、講評、提案等に関して世田谷区ユニバーサル

デザイン環境整備審議会の３つの部会で検討しました。 

その結果を「平成２８年度ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ（点検・評価・改

善）への講評・提案等」として下記のとおりまとめました。 

この講評・提案等を踏まえて今後の施策・事業の取り組みに活かしていただき、誰にでも利用

しやすい生活環境の整備を一層進められることを期待します。 

 

平成２９年６月２７日 

 

世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会  

会 長   八 藤 後   猛 

 

記 

 
１ 部会委員の構成と検討した施策・事業名 

①  【 第１部会＝普及・啓発、情報とサービス関連 】 
№ 委員氏名 担当した施策・事業名 

１ 齋藤 啓子 

(部会長) 
1 ユニバーサルデザインの生活スタイルの普及 

2 普及啓発イベント 

3 ユニバーサルデザイン普及講座 

4 ユニバーサルデザインハンドブックの活用 

5 ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍

の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進 

6 ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップの実践 

7 ユニバーサルデザインライブラリーの活用 

24 情報のユニバーサルデザインガイドラインの普及 

25 多様な情報媒体の普及・活用の推進 

26 災害に備えた区民参加による取組み 

27 ユニバーサルデザインによる接客・接遇の向上 

28 職員のユニバーサルデザインに関する研修の推進 

２ 
長谷川 万由美 

３ 
明石 眞弓 

４ 
大竹 博 

５ 
鈴木 永美 

６ 
中村 昌史 
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②  【 第２部会＝建築、住宅関連 】 
№ 委員氏名 担当した施策・事業名 

１ 八藤後 猛 

（部会長） 

8 区立施設のユニバーサルデザインによる整備の推進 

9 学校施設のユニバーサルデザインによる整備の推進 

10 サイン整備の推進 

11 小規模店舗等におけるユニバーサルデザインの推進  

12「住まいサポートセンター」における住宅のユニバーサルデザインの普及 

13 公営住宅のユニバーサルデザインに基づく改修の推進 

14 高齢者・障害者の住宅改修支援 

23 災害時に使えるトイレの整備推進 

２ 窪田 亜矢 

３ 井上 明日香 

４ 小池 和子 

５ 三井 美和子 

 

③  【 第３部会＝道路、公園、公共交通関連 】 
№ 委員氏名 担当した施策・事業名 

１ 稲垣 具志 

（部会長） 

15 公共交通等のサービスの充実 

16 安全な歩道づくり 

17 自転車の安全な利用の啓発 

18 自転車通行空間の整備 

19 放置自転車等をなくす取組み 

20 規模や特性に応じた公園緑地等の整備 

21 推進地区のユニバーサルデザインの取組み推進 

22 だれでも使えるトイレとベンチ等の休憩施設のネットワーク整備 

 

２ 川端 基彦 

３ 荻野 陽一 

４ 柏 雅康 

５ 志賀 英介 

６ 中山 淳 

 

 

２ 検討の経過 

 第１部会 

（普及・啓発、 

情報とサービス関

連） 

第２部会 

（建築、住宅関連） 

第３部会 

（道路、公園、 

公共交通関連） 

部会 (区の担当部署へのヒア

リング) 
平成29年 

2月21日（火） 

平成29年 

2月23日（木） 

平成29年 

2月27日（月） 

部会 （各施策事業の講評提案

の検討） 
平成29年 

5月23日（火） 

平成29年 

5月19日（金） 
平成29年 

5月10日（水） 

平成２９年度 

第１回審議会(全体の検討) 
 

平成29年6月26日（月） 
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３ 全体の講評 

 

ユニバーサルデザイン推進計画（第２期）の２年目にあたる平成２８年度のスパイラルアップ

（点検・評価・改善）の取組みとなりました。前年度に引き続き、区の施策・事業の実施状況を各

所管からのプレゼンテーションを直に聴き、様々に展開してきていることを伺いました。その中の

印象では、複数の事業を関連付けた取組みや部署間で連携する取組みが増えてきていると感じ

ます。 

ユニバーサルデザインのまちづくりは、まちの中にある様々なニーズを理解し、具体的整備に

つなげていくことです。そのためには幅広い視点での普及啓発や様々な整備の工夫を重ねてい

くことが重要です。 

区のそれぞれの部署だけでなく区内の様々な団体がユニバーサルデザインのまちづくりへと

つながる取組みを行っています。今までの積み重ねに加えて、他部署や区内の様々な団体との

連携を進めることで、新たな発想での事業の広がりが期待できると思います。 

東京２０２０大会まであと３年と近づき、ユニバーサルデザインのまちづくりへの社会的な期待

が高まっています。この追い風の時流をのがさずに、多様な人と協働しながらユニバーサルデザ

インによるハードの整備とソフトの取組みを進めていただくことを望みます。 

 

 

 

４ 各部会の講評 

第１部会のまとめ 

 第１部会では、普及・啓発、情報とサービス関連の１２の施策・事業について、取組み

状況を確認いたしました。 

 ユニバーサルデザインの普及啓発のために、複数の取組みを関連づけて進めたり、小学

校の出張講座用の理解推進のための新しいグッズ（自動販売機を実物大に印刷したシー

ト）の製作といった新たな発想を取り入れたり、かつて製作されたパンフレット「みんな

が嬉しくなるお店」が増刷され、商店街関係者に配布・活用されるなど様々な取り組みが

ありました。 
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それぞれの取組みは、気づきを得ることや様々な関係者を増やしていくことで進展がは

かられ、スパイラルアップが進むものと考えられます。また、ソフトの取組みがハードの

環境整備へと展開するよう、取組みの幅を広げることが大事です。 

今後もユニバーサルデザインのまちづくりに係わる人々を更に増やし、様々なネットワ

ークを活かして、工夫を重ねた取組みを進めることを望みます。 

 

第２部会のまとめ 

第２部会では、建築・住宅関連の８つの施策・事業について、新たな施設整備や取組み

の進展状況を確認し、今後の展望を話し合いました。 

 取組みの積み重ねが徐々に成果へと結びついてきています。例えばユニバーサルデザイ

ン検討会の開催による施設整備、学校施設における多機能トイレ整備や災害時のトイレ利

用方法の研究、さらに小規模店舗の助成などです。 

また、サイン整備に関連して窓口の環境整備を進めた事例もでてきており、ユニバーサ

ルデザインの視点が取組みの幅を広げていることから、その可能性を十分感じさせます。 

実績を積み重ねるだけでなく、今後はその成果の蓄積をユニバーサルデザインライブラ

リーで行うことなどソフトの取組みと合わせて充実をはかり、ユニバーサルデザインの進

展に取り組んでいくよう望みます。 

 

第３部会のまとめ 

第３部会では、道路、公園、公共交通施設関連の８つの事業について、その整備状況や

成果と課題を確認しました。 

 自転車利用の環境整備の進展と併せて、区民発意の安全利用啓発が促進されていること

など、ハードの整備とソフトの取組みの双方からの成果が現れてきています。また、推進

地区におけるマップ作成のように、ユニバーサルデザインの観点からまちに親しむきっか

けづくりが進められている事例も評価できます。 

今後、課題の解決に向けて、区内の実態を的確に把握した上で、引き続き施設・設備の

充実をはかりながら、利用者や住民の正しい理解と主体的な行動の促進を含めて取組みを

推進することが重要です。東京２０２０大会へ向けた施策が展開される一方、日常の生活

者の視点で継続的な整備を行えるよう、まちのユニバーサルデザイン環境の評価、改善が

進められることを望みます。 
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４ ２８の施策・事業の点検結果等 

目    次 

ページ 

１ ユニバーサルデザインの生活スタイルの普及・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

２ 普及啓発イベント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

３ ユニバーサルデザイン普及講座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

４ ユニバーサルデザインハンドブックの活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

５ ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザーなどの人々の活躍の場を広げ、 

多くの人が参加できる取組みの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

15 

６ ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップの実践・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

７ ユニバーサルデザインライブラリーの活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

８ 区立施設のユニバーサルデザインによる整備の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

９ 学校施設のユニバーサルデザインによる整備の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

10 サイン整備の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

11 小規模店舗等におけるユニバーサルデザインの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

12 「住まいサポートセンター」における住宅のユニバーサルデザインの普及・・・・・・ 29 

13 公営住宅のユニバーサルデザインに基づく改修の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 

14 高齢者・障害者の住宅改修支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 

15 公共交通等のサービスの充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 

16 安全な歩道づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 

17 自転車の安全な利用の啓発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 

18 自転車通行空間の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

19 放置自転車等をなくす取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 

20 規模や特性に応じた公園緑地等の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 

21 推進地区のユニバーサルデザイン取組み推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 

22 だれでも使えるトイレとベンチ等の休憩施設のネットワーク整備・・・・・・・・・・・・・・ 51 

23 災害時に使えるトイレの整備推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 

24 情報のユニバーサルデザインガイドラインの普及・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57 

25 多様な情報媒体の普及・活用の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 

26 災害に備えた区民参加による取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 

27 ユニバーサルデザインによる接客・接遇の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 

28 職員のユニバーサルデザインに関する研修の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

１ ユニバーサルデザインの生活スタイルの普及 

ね ら い 

・公共交通でのベビーカー利用の広がり、多機能トイレの普及等に伴い、利用

者同士が公共空間を気持ちよく使うための工夫が社会的に求められている。 

・公共空間を上手に使いこなす方法や工夫等を広め、ソフト面を含めたユニバ

ーサルデザインの普及啓発を行う。 

取 組 み 

内容・方

法 

・ユニバーサルデザインの考え方や意味を、広く区民に伝えていく。 

・公共空間を多様な人が快適に使いこなす工夫を集め、ユニバーサルデザイン

につながる幅広い情報をテーマに沿って冊子等に分かりやすく編集し発信

する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

 

●テーマに沿った区民参加

による取材及び冊子の作

成 

●民間事業者等との協力し

た配布 

１０，０００部 

継続 

 

 

継続 

継続 

 

 

継続 

継続 

 

 

継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・冊子「世田谷ＵＤスタイル」の発行を順調に進めている。部数を増やしているので効果

的な配布に努めて欲しい。区が配布するだけでなく、作成に係わっている区民に協力を求

めるなどして、様々な配布の機会を検討すると良い。 

・第 2号では「五感で楽しむ」ことがクローズアップされている。みどり・スポーツ・芸

術等でも同様の視点でのイベントもあり、「世田谷ＵＤスタイル」で紹介されているよう

な取組みが広がりを見せている。積極的なＰＲに期待する。 

 

 

２８－１ (第１部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 都市デザイン課   

・第３号の編集 

ワークショップとして「ゆる

っとウォーク」「ゆるっとス

ポーツ」を開催し、その内容

を編集した。その一部を公開

で行った。 １１月２０日と

１２月２０日に公開編集会議

を開いた。 

・第３号の発行、配布 

平成２９年３月に世田谷ＵＤ

スタイル第３号を 10,000部

発行した。 

主な配布先は次の通り。 

区施設は、出張所、図書館、

スポーツ施設など 

民間施設は、区内大学、社会

福祉協議会など 

残部は年間を通してイベント、

学会発表、視察対応、大学生

への講義など様々な場で活用

していく予定である。 

 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 都市デザイン課   

・第３号の編集 

ワークショップの振り返りを

行いながら参加者の意見を取

り入れて編集することで、幅

広い視点での編集をすること

ができた。 

今回は、表紙のデザインやキ

ャチコピーへの意見が多かっ

た。 

・第３号の発行、配布 

ワークショップでのつながり

を活かすことで大量の部数で

あるが、様々な所管等に依頼

をして配布をすることができ

た。 

３ 改善  次年度に向けて  

 都市デザイン課   

・第３号の編集 

・ワークショップと冊子の編

集と発行をセットで進めるこ

とで連続性と広報効果のある

事業展開ができる。今後も継

続していく。 

・第３号の発行、配布 

発行時の大量配布をきちんと

行うだけでなく、年間を通し

て配布できるように工夫をし

ていく。 

また、アンケート葉書につい

ては、昨年度に発行した第２

号では５０通届き意見を伺う

手法としての有効性を確認で

きた。今後も同様の試みを継

続し、関心を持つ人を増やす

ツールとして活用していく。 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・冊子「世田谷ＵＤスタイル」第３号は、テーマを「Ｎｏ２ 普及啓発イベント」として実施し

た「ゆるっとスポーツ」としており、編集にイベント参加者の意見を取り入れるなど事業どうし

をセットで工夫できているのがよい。スポーツはオリンピック、パラリンピックに向けての社会

参加のきっかけとなる。庁内で関係課との連携をはかって事業を進めているが、今後も積極的に

新たなネットワーク作りを行い、事業の連携展開を行うことを期待する。
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

２ 普及啓発イベント 

ね ら い 
・区民、事業者、区が協働し、様々なイベントと連携したユニバーサルデザイ

ンの普及・啓発の機会をつくりだす。 

取 組 み 

内容・方法 

・普及啓発イベントは当事者を交えた区民、事業者、区の参加・交流の場とし

て運営し、支援する。 

・様々なイベントに、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れることを促す。 

・No.5「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を

広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●区の係わるイベントでユニバーサ

ルデザインを進める取組みを加え

ていく。（車いす使用者対応の仮

設トイレの設置、授乳コーナーの

設置、ガイドヘルプやひととき保

育等） 

●ユニバーサルデザインに配慮した

イベントの紹介を行う。 

●ユニバーサルデザインの推進に係

わる団体の交流や広くユニバーサ

ルデザインを学び合うイベントを

開催する。 

継続 

 

 

 

 

継続 

 

継続 

継続 

 

 

 

 

継続 

 

継続 

継続 

 

 

 

 

継続 

 

継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・烏山地域でのユニバーサルデザイン体験隊スタンプラリーは様々な人と一緒に取り

組んでいて、魅力的なイベントである。その手法やコツを活用し、他の地域や既存

のイベントでも行えるようにされたい。 

・２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、区民の関

心を高めるために、パラリンピック選手に協力してもらってイベント等を企画する

のも良い。 

・ＵＤの理解を進めるためには、多様なニーズを理解する体験型の企画というのは効

果的であろう。 

２８－２ (第１部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 都市デザイン課   

・ＵＤを取り入れたイベント 

３ヶ月に一度ずつ、区が主催

のイベントでＵＤの工夫を取

り入れたものをホームページ

で紹介した。年間１０６件。 

・都市デザインフォーラム 

都市デザインフォーラム『空

間を「場」に変える まちのデ

ザイン』を３月５日に開催。 

・せたっちの利用申請 

３件あった。ホームページ、

記念品等。 

・区民向けワークショップ 

ゆるっとウォークを開催。 

 ９月３日（土）２４名参加。

砧地域（成城）にて３コース

をウォーキング。 

砧支所健康づくり課、各支所

街づくり課も出席。 

ゆるっとスポーツを開催。 

１１月１２日（土）参加４１

名。 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 都市デザイン課   

・ＵＤを取り入れたイベント 

定期的にイベント庁内調査を

することで、職員のＵＤに対

する意識向上のＰＲにもなっ

ている。 

・都市デザインフォーラム 

都市デザインフォーラムでは、

区の事例をもとに、まちに出

歩きやすくなる工夫などを学

ぶ場となった。 

・せたっちの利用申請 

ＵＤのまちづくりに関わる区

民を中心にせたっちの利用活

用が進んできている。 

・区民向けワークショップ 

支所との協力によりウォーキ

ングを実施し、推進地区の取

組みと連携した事業展開が行

えた。 

「ゆるっと」をキーワードに

ワークショップを開催し、そ

の成果を冊子「世田谷ＵＤス

タイル」にまとめ情報発信で

きた。 

３ 改善  次年度に向けて  

 都市デザイン課    

・ＵＤを取り入れたイベント 

継続的にＵＤの工夫を取り入

れたイベントの紹介は続ける。 

・都市デザインフォーラム 

都市デザインフォーラムは次

年度も幅広い視点から企画を

していく。 

・せたっちの利用申請 

せたっちの利用は継続的にＰ

Ｒを重ねていく。 

・区民向けワークショップ 

ワークショップは、支所との

連携や成果を活かせるような

企画運営といった工夫をして

取り組んでいく。

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・烏山地域の他、砧地域でのイベント取り組みが実施できた。ユニバーサルデザインのイベン

トに継続的に関わる区民がいることは貴重である。更に幅広い参加が可能となるように進める

とよい。企画段階から区民が関わるなど、今までの進め方にこだわらず取り組んでほしい。 



UD（ユニバーサルデザイン）のスパイラルアップ 

 

11 
 

 

■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

３ ユニバーサルデザイン普及講座 

ね ら い 

・児童をはじめとして多様な場でユニバーサルデザインの考え方、取組みの事

例等を紹介する講座を行い、様々な世代へのユニバーサルデザインの啓発、

教育を進める。 

取 組 み 

内容・方法 

・小学校の出張講座を年間10校程度行う。 

・区民講師や利用者･当事者講師の派遣を実施する。 

・No.4「ユニバーサルデザインハンドブックの活用」と連携して実施する。 

・No.5「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を

広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●小学校への出張講座の実

施10校 

●他団体（社会福祉協議会

等）と連携した取組み 

●区民講師等の育成・派遣事

業の検討 

 

 

継続 

 

継続 

 

●区民講師等

の育成事業

の実施 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

 

●区民講師の

派遣 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

 

継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・大学や市民団体など小学校以外での普及講座が数多くなされて、対象が広がり、多様化

している。講座で使うグッズなど更なる開発をしてより効果的な講座となるようにとり

はかられたい。 

・学校の教員はユニバーサルデザインを広げていくための貴重な人材である。どのような

連携が可能か研究されたい。

２８－３ (第１部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 都市デザイン課   

・出張講座 

７つの小学校、２つの大学、

その他の団体で出張講座を実

施した。 

世田谷小学校 １クラス 

松丘小学校・烏山小学校・

城山小学校・尾山台小学校 

(各２クラス) 

経堂小学校・桜小学校 （各

３クラス） 

慶応義塾大学 

昭和女子大学 

フリースクール 

なお、小学校での出張講座は

ＵＤゼミ修了生とともに実施。 

・ＵＤゼミ実践講座 

ゆるっとウォークの企画運営

と推進地区でのまち歩きをＵ

Ｄゼミ実践講座としてＵＤ  

ゼミ修了生とともに行った。 

７月２日 下見のウォーキ

ング。 

９月３日 ゆるっとウォー

ク成城。 

１０月１４日 推進地区で

のまち歩き検討会。 

１０月から１１月 世田谷、

北沢、玉川、烏山地域の各

地域でまち歩きを実施。 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 都市デザイン課  

・出張講座 

ＵＤゼミ修了生の区民の参画

により、生徒の関心が高まる

講座を行うことができた。ま

た、車椅子体験など新たな講

座を実施することができた。  

・ＵＤゼミ実践講座 

区の事業の企画運営をＵＤゼ

ミ修了生とともに行い、区民

の視点での事業運営を行うこ

とができた。 

 

３ 改善  次年度に向けて  

 都市デザイン課    

・出張講座 

ＵＤゼミ修了生の活躍の場と

して、普及講座を活用し、継

続的な事業展開を検討してい

く。 

・ＵＤゼミ実践講座 

ＵＤゼミ修了生の活躍の場と

して、今後も区の事業の企画

運営を協働してできるように

していく。 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・今年度は、新たな展開として、小学校等への出張講座で区民が関わるようにプログラムを組んだ

り、自動販売機を実物大に印刷したシートといった新たなグッズを取り入れた出張講座前後の小学

校等での学習とも関連づけて事例紹介できるとよい。今後も現場での体験を活かし継続的に工夫し

ていくことを期待する。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

４ ユニバーサルデザインハンドブックの活用 

ね ら い 
・ユニバーサルデザインについて、分かりやすく説明した冊子を活用し、様々

な機会を通して区民、事業者、区職員の理解を促進する。 

取 組 み 

内 容 

・ 方 法 

・小学校への出張講座と合わせ、年間10校程度の児童に向けて配布する。 

・職員研修、区民や事業者の勉強会にて活用する。 

・No.3「ユニバーサルデザイン普及講座」と連携して活用する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

●ユニバーサルデザイン出張講

座での配布 

●啓発イベントでの配布 

●民間事業者等の事業での配布

協 

 力 

継続 

 

継続 

継続 

継続 

 

継続 

継続 

継続 

 

継続 

継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・社会福祉協議会で発行している副読本「つながる私たちのこころ」にユニバーサルデザ

イン・ハンドブックの内容が加えられたことは、今後のＵＤの普及啓発に効果的である。

さらに区と関係団体との連携を深めて、ユニバーサルデザイン・ハンドブックの活用が

進むことを期待する。 

 

 

２８－４ (第１部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 都市デザイン課   

・冊子「ＵＤって何だろう」

を年間約1000冊配布した。社

会福祉協議会では「つながる

わたしたちのこころ」を年間

約2300冊配布し、今年度より

ＵＤの項目を追加した新版と

なった。各冊子の配布は主に

小学校での出張講座にて行っ

た。 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 都市デザイン課   

・冊子「ＵＤって何だろう」

だけでなく、社会福祉協議会

の「つながるわたしたちのこ

ころ」の配布により、相乗効

果でＵＤの普及が進んでいる。

３ 改善  次年度に向けて  

 都市デザイン課   

・継続的に出張講座等での配

布を行っていく。

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・ハンドブックが小学校の出張講座を中心に継続的に活用されている。教員との関係を深め、ハ

ンドブックの活用や授業の進め方など、更に展開するように進められたい。小学校では様々な授

業の一環としてユニバーサルデザインを学ぶが、学びにどう活かされているかまで追えるよう工

夫をしてみてほしい。また、「Life in Setagaya」(注)にも情報として掲載できないか？ 

注：「Life in Setagaya」とは、外国の方の日常生活に役立つ情報をまとめた冊子。英語版、中国語版、ハングル版が発行

されている。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

５ 

ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活

躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進 
 

ね ら い 

・ユニバーサルデザインに係る事業や区民の活動について、専門家であるユニ

バーサルデザインアドバイザーがアドバイスし、質の向上を図る。 

・より広い対象、多様な人によるユニバーサルデザインの普及を促す。 

・ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣を他の推進事業とも連携し、積極

的にユニバーサルデザイン推進事業に関わっていくことで、事業全体の質の

向上を図る。 

取 組 み 

内容・方法 

・ユニバーサルデザインに取り組む人の育成のための講座を実施する。講座で

は当事者との交流、体験を組込む等の工夫をする。 

・「専門家としてのユニバーサルデザインアドバイザー」と「ニーズを伝える

利用者・当事者」「ユニバーサルデザインの普及・推進に携わる区民」によ

るUD推進事業における多様な人の活躍の場をつくる。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●ユニバーサルデザインアドバ

イザーの派遣  

●区民講師等の育成講座の検討 

 

●ユニバーサルデザインに取り

組むアドバイザー等の交流と

技術向上 

 

 

 

 

継続 

 

●育成講座の

実施 

継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

●区民講師等

の活躍の場

づくり 

●ユニバーサ

ルデザイン

アドバイザ

ーを派遣し

た事業の評

価・点検 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・ユニバーサルデザインに取り組む人々の活躍の場及び活躍できる人材を広げていくことをまず

進めていただきたい。公共施設等のＵＤ検討会や普及啓発の講座などを通して、他の事業の運用

の中でも、活躍の場をつくることを積極的に進められたい。 

２８－５ (第１部会) 



UD（ユニバーサルデザイン）のスパイラルアップ 

 

16 
 

 

 

 区の今年度の取組み  

１ 点検  実施したこと  

 都市デザイン課   

・ＵＤ検討会等 

アドバイザーを世田谷サービ

ス公社、商店街の勉強会へ派

遣。２回 

ＵＤ検討会、ワークショップ

を次の施設を対象に開催。 

梅ヶ丘拠点民間棟 

 世田谷美術館 

 上馬複合施設 

 赤松ぼっくり庭園緑地 

・アドバイザー交流会 

２月７日に上馬複合施設にて

開催。 

・メール便「世田谷ＵＤスタ

イル」 

新たに世田谷ＵＤゼミ修了生

などにＵＤまちづくりを一緒

に進めてもらうためのコミュ

ニケーションツールとしてメ

ール配信を実施。6回配信。 

・ＵＤゼミ修了生の活躍の場

の設定 

出張講座やまち歩きを区民と

ともに実施。詳細はＮｏ．３ 

Ｎ ｏ ． ２ １ の と お り 。

２ 評価 工夫や苦労した点  

 都市デザイン課   

・ＵＤ検討会等 

区民の協力者をＵＤゼミ修了

生や地域の方にもお願いする

など、当事者団体だけでなく

幅広い協力が得られるように

なってきた。 

・アドバイザー交流会 

より多様な人材が関わっても

らえるようなアイデアを検討

し、今後の運用を考える場と

なった。 

・メール便「世田谷ＵＤスタ

イル」 

各回の協力者募集に必ず返事

が集まり、協力依頼ツールと

して十分に機能した。 

・ＵＤゼミ修了生の活躍の場

の設定 

Ｎｏ．３ Ｎｏ．２１のとお

り。 

３ 改善  次年度に向けて  

 都市デザイン課    

・ＵＤ検討会等 

区民の協力者等、より多様な

方にかかわってもらえるよう

運用を工夫していく。 

・アドバイザー交流会 

 アドバイザーを増やしてい

けるよう仕組みの見直しを検

討していく。 

・メール便「世田谷ＵＤスタ

イル」 

継続的に配信し、区民と協

働したＵＤ推進事業の促進に

取り組む。 

・ＵＤゼミ修了生の活躍の場

の設定 

Ｎｏ．３ Ｎｏ．２１のとお

り。

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・メール便「世田谷ＵＤスタイル」による事業への参加者を募る試みが始まった。事業への直接

協力だけでなく、イベントなどへの参加呼びかける応援団を作るように進めていってほしい。 

・ＵＤアドバイザーには、ユニバーサルデザインの新しい視点を広げ、女性の視点、子どもの視

点、色彩や文字など専門性の幅を広げてほしい。ＵＤ検討会では、様々な施設を対象とし、多く

の方が関われるように検討することを望む。参加する当事者も、より多様な方に協力してもらえ

るよう工夫いただきたい。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

６ ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップの実践 

ね ら い 

・ユニバーサルデザイン推進事業の取組みについて、スパイラルアップ（点

検・評価・改善）の手順を繰り返し、段階的・継続的な発展をめざすスパ

イラルアップを行い、ユニバーサルデザインの質の向上を図る。 

・ユニバーサルデザイン整備の評価を、利用者・当事者の声を取り入れ、ニ

ーズに合わせたスパイラルアップを実現することが求められている。 

取 組 み 

内容・方法 

・継続的なスパイラルアップを行うだけでなく、ユニバーサルデザイン推進

計画の事業からテーマを絞って、利用者・当事者参加で評価を行い、効果

的なスパイラルアップを実践する。 

・No.5「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場

を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

●全ユニバーサルデザイン推進

事業の進捗状況に関する点

検・評価･改善の実施 

●次年度の重点テーマの設定 

継続 

 

 

継続 

●重点テー

マに沿っ

た啓発や

事業の展

開 

継続 

 

 

継続 

継続 

継続 

 

 

継続 

継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・部会におけるパワーポイントのスライドを用いたプレゼンテーションは良い。進め方がス

パイラルアップしている。スライドを作成することで、職員自らがより具体的に成果の評価

がしやすく、事業への意識向上にもつながるので、この方法を継続していただきたい。 

 

２８－６ (第１部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 都市デザイン課   

・スパイラルアップを次のよ

うに取り組んだ。 

平成２８年８月 

 平成２７年度のスパイラル

アップの取組みを公表。 

１２月から平成２９年１月 

 平成２８年度の点検作業を

実施。 

２月 

 ＵＤ審議会部会で点検内容

の確認。 

３月 

 冊子「世田谷ＵＤスタイル」

にアンケート形式でＵＤ

への意見を募る。 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 都市デザイン課   

・２月のＵＤ審議会部会では、

平成２７年度と同様にプレゼ

ンテーションを全事業で各所

管より実施した。その作成に

苦心した。

３ 改善  次年度に向けて  

 都市デザイン課    

・ＵＤ審議会部会での各所管

プレゼンテーションを行うな

ど、事業の改善に結びつく見

せ方を継続的に検討し工夫し

ていく。

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・スパイラルアップの取組みが、事業の展開を評価し、今後の事業の期待を導く場となりつつ

あることを感じられる。パワーポイントのスライドによるプレゼンテーションは２年目となっ

たが、今後はどんな団体や人と事業を進めたのか、さらに連携の幅を広げることへの視点をさ

らにいれて進めていただきたい。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

７ ユニバーサルデザインライブラリーの活用 

ね ら い 

・ユニバーサルデザインの情報を区民、事業者と共に収集し蓄積する。 

・今後の事業や整備のスパイラルアップに活かすために、区民、事業者、区職

員に向けて積極的な情報提供を行う。 

・「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」の整備基準に基づく適合施設の

公表だけでなく、ユニバーサルデザインについて工夫した事業の事例紹介を

行い、すべての人にとって利用しやすい生活環境の整備の推進を図る。 

取 組 み 

内容・方法 

・ユニバーサルデザイン整備の実績を「収集」「蓄積（データ化）」し、事業

者、区民のだれもが情報を活用できるようにする。 

・新築の施設だけでなく既存改修等、様々な事例を紹介する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●ライブラリーの構成の検討 

 

 

 

●情報の収集 

●情報コーナーでの展示 

 

●ホームペ

ージ上にラ

イブラリー

を開設 

継続 

継続 

 

継続 

 

 

 

継続 

継続 

 

継続 

 

 

 

継続 

継続 

 
  
 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・どのような人を対象にしたライブラリーかが現段階では不明確である。海外から来る人、

子育て世代の人、ＬＧＢＴの人など幅広い人にとっても役立つ情報が掲載されるとよい。 

・情報についてはハードの整備事例だけでなく、参加の手法等ソフトの部分の事例につい

ても、集積・蓄積してほしい。 

 

 

２８－７ (第１部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 都市デザイン課   

・ライブラリーをホームペー

ジ上に開設し、メール便「世

田谷ＵＤスタイル」にて、ラ

イブラリーに対する意見を募

った。 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 都市デザイン課   

・冊子とは異なり、ホームペ

ージ上の制限やアクセスしや

すさへの考慮事項が多く、具

体の掲載にあたって苦心した。

３ 改善  次年度に向けて  

 都市デザイン課    

・ＵＤ推進事業の成果を載せ

る場として、様々なニーズに

対応した内容となるよう、関

係者の意見を参考にして充実

させていく。

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・ライブラリーの情報が幅広い人にとっても役立つように、内容の充実をはかるとともに、事

業のスパイラルアップにつながる記録の仕方を工夫するとよい。 



UD（ユニバーサルデザイン）のスパイラルアップ 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

８ 区立施設のユニバーサルデザインによる整備の推進 

ね ら い 

・区立施設の改築や改修が進む中で、その機会を捉えてすべての人にとって

利用しやすいユニバーサルデザインの視点を積極的に導入し、整備の質の

向上を図る。 

取 組 み 

内容・方法 

・新たな施設利用のニーズも踏まえながら、多様なニーズを持った施設の利

用者による点検、評価を実施し、設計に反映・活用する。 

・No.5「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場

を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 

・No.7「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して実施する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●ユニバーサルデザインアドバ

イザー等をいれた設計・施工

の検討会の開催 

 

継続 

 

 

●ユニバー

サルデザイ

ンライブラ

リーへの反

映と活用 

●ユニバー

サ ル デ ザ

イ ン ア ド

バ イ ザ ー

等 を い れ

た 施 設 の

検証 

 

継続 

 

 

継続 

 

 

 

 

継続 

継続 

 

 

継続 

 

 

 

 

継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・ユニバーサルデザイン検討会で利用者の協力を得て検討を進めてきていて、それが効果的

である。よって今後は、協力してくれる方々の立場を明確にして運営を工夫し、その数を増

やすよう、取組みを進められたい。また、区立施設だけでなく今後は民間の建築物等でもユ

ニバーサルデザイン検討会が進められるようになると良い。 

 

 

 

２８－８ (第２部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 都市デザイン課  

・ＵＤ検討会等 

Ｎｏ５の記述と同じ 

・ＵＤライブラリー 

代田区民センターを例に検討

成果を掲載した。 

 施設営繕第一課、第二課  

【施設営繕第一課】 

・区立施設バリアフリー化の

ための改修工事を３件行った。 

【施設営繕第二課】 

・上馬複合施設新築工事にて、

ＵＤ検討会を実施した。 

 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 都市デザイン課  

・ＵＤ検討会等 

Ｎｏ５の記述と同じ 

・ＵＤライブラリー 

設計者を主に対象としたまと

めとしたが、図面での説明は

伝えづらいので、写真による

説明とし、できるだけ分りや

すい構成とした。 

 施設営繕第一課、第二課  

【施設営繕第一課】 

・既設の区立施設に対し、改

修工事をＵＤ条例に沿って行

い、環境向上に努めた。 

【施設営繕第二課】 

・ＵＤ検討会を通して、さま

ざまな方からの意見をもらい、

設計・施工内容に反映した。

３ 改善  次年度に向けて  

 都市デザイン課  

・ＵＤ検討会等 

Ｎｏ５の記述と同じ 

・ＵＤライブラリー 

他施設の検討成果を順次掲載

し、新築施設等の設計の参考

資料となるようにしていく。 

 施設営繕第一課、第二課  

【施設営繕第一課】 

・継続して、より良い施設づ

くりを目指し、施設所管課や

都市デザイン課と協議し、Ｕ

Ｄ化を進める工事を行う。 

【施設営繕第二課】 

・基本設計案件において、数

件程度ＵＤ検討会を実施する。 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・上馬複合施設ではＵＤ検討会をきっかけに入口の段差解消となる設計変更が行われたことは素

晴らしい。代田区民センターとは建物の雰囲気が異なるが、ユニバーサルデザインの視点をいれ

つつ、それぞれの地区特性等をふまえ個性ある施設ができることは良いことと思われる。ＵＤラ

イブラリーの充実と合わせて施設のＵＤ検討を進められたい。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

９ 学校施設のユニバーサルデザインによる整備の推進 

ね ら い 

・改築・改修等の機会をとらえ、教育環境を充実させるとともに、地域コミ

ュニティの拠点、災害時における避難所としての役割等を踏まえ、ユニバ

ーサルデザイン整備を進める。 

取 組 み 

内容・方法 

・「新たな学校施設整備基本方針（第2次）」に基づき、計画的に改築等を

実施する。 

・避難所としての活用も視野に入れた整備を進める。 

・No.5「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場

を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 

・No.7「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して実施する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●改築等実施2校 継続 

●ユニバーサルデ

ザインアドバイ

ザー等を交えた

検討会の開催 

 （１校） 

 

継続 

 

 

 

 

●ユニバーサルデ

ザインライブラ

リーへの反映と

活用 

継続 

●ユニバーサルデ

ザインアドバイ

ザー等を交えた

検討会の開催 

 （１校） 

 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・特別支援教育の充実にむけて施設整備が進んだ。今後も、様々な児童・生徒の利用を考えた整

備が進むと思われるので、ＵＤの考えを持って整備にあたられたい。 

・避難所としての利用を踏まえた整備を進め、災害時にも多様な人々が使用できるようにしなけ

ればならない。トイレだけでなくサインの整備など、多角的に検討するとともに、最新の設備・

技術も取り入れるなどして引き続き整備を進められたい。 

 

２８－９ (第２部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 教育施設課   

・砧小学校の改築基本構想前

の事前調査を進めた。 

・城山小と深沢中についてＵ

Ｄ条例に基づいた整備を行っ

た。 

・既存校の改修工事により、

多機能トイレの設置（松丘小、

笹原小）、体育館のスロープ

の改善（武蔵丘小、給田小）、

階段やトイレへの手すりの増

設（玉川小）、路面側溝のグ

レーチングの改修による隙間

対策（喜多見中）を実施した。 

 都市デザイン課  

・代沢小学校、若林小学校の

設計において、職員によるＵ

Ｄ確認会を実施した。 

 施設営繕第一課、第二課  

【施設営繕第一課】 

・改修工事で３校に多機能ト

イレを整備した。 

【施設営繕第二課】 

・次の通り改築事業を進めた。 

■実施設計 

代沢小学校・若林小学校 

■施工 

山野小学校・下北沢小学校 

■竣工 

城山小学校・深沢中学校 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 教育施設課   

・関係各課との連携を踏まえ、

新設・改修の小中学校におい

て、ＵＤの考え方に即した環

境改善を図ることが出来た。 

 都市デザイン課  

・避難所としての利用状況を

想定し、トイレの位置の見直

しや雨よけの工夫などを取り

入れた設計とすることができ

た。 

 施設営繕第一課、第二課  

【施設営繕第一課】 

・既設の学校施設に対し、改

修工事をＵＤ条例に沿って行

い、環境向上に努めた。 

【施設営繕第二課】 

・学校改築事業において、Ｕ

Ｄ条例に沿って環境向上に努

めた。 

３ 改善  次年度に向けて  

 教育施設課   

・改築校及び増築校において

学校運営とＵＤ条例に配慮し

た使い易い学校施設の整備を

関係各課と協議して進めてい

く。既存校についても、ＵＤ

に配慮した改修整備を行う。 

 都市デザイン課  

・ライブラリーに成果を掲載

するなどして、設計への反映

をしやすい環境整備に取り組

む。 

 施設営繕第一課、第二課  

【施設営繕第一課・第二課】 

・誰にとっても使いやすい学

校づくりを目指し、都市デザ

イン課や教育施設課と協議し、

ＵＤ化を進める施設整備を行

なう。

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・多機能トイレの充実がはかられてきている。現在は１校１基が標準であるが災害時の避難所

であることなどを考えると今後は学校規模、地区特性等に応じて必要基数を検討し、設置する

ことが必要である。ゆったりとしたブースのトイレの充実と合わせ、トイレ整備の方法を検討

し、次世代の学校トイレの実現に取り組んでいただきたい。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

10 サイン整備の推進 

ね ら い 
・ユニバーサルデザインにより区立施設や学校施設のサイン整備を進め、分

かりやすいサインの普及を図る。 

取 組 み 

内容・方法 

・新しく施設サインを導入する場合に、ロービジョン（弱視）の人や外国人

等の評価を取り入れる等質の向上を図る。 

・サインの管理については、内容の適切な更新等も進める。 

・No.5「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場

を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 

・No.7「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して実施する。 

・No.24「情報のユニバーサルデザインガイドラインの普及」と連携して実施

する。 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●情報のユニバーサルデザイン

ガイドラインの作成（No.24

情報のユニバーサルデザイン

ガイドラインの普及による） 

 

 

●情報のユ

ニ バ ー サ

ル デ ザ イ

ン ガ イ ド

ラ イ ン の

運用 

 

 

継続 

 

 

 

継続 

 

 

 

 

●ユニバー

サ ル デ ザ

イ ン ア ド

バ イ ザ ー

等 を い れ

た 整 備 の

検証 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・サインの整備は、全国的にみて検討が進んでいない分野である。ＵＤ推進計画（第２期）

の事業として取り組むこと自体に意義がある。情報のユニバーサルデザインガイドライン

は作っておわりでなく、庁内の研修などを通して普及をはかるよう取り組まれたい。 

 

２８－１０(第２部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 各所管課   

・世田谷図書館、粕谷図書館、

経堂図書館、野毛図書室の改

修等の際にサイン整備を行っ

た。また新規施設のサイン整

備を行った。 

下北沢駅南口区民集会施設 

北沢二丁目区民集会所 

・課税課の窓口にて職員の自

主点検によりサイン等の改善

を図った。 

 都市デザイン課   

・情報のＵＤガイドラインの

普及および各所管課からの相

談に対応した。 

 施設営繕第二課  

・上馬複合施設において、工

事中にＵＤ検討会を実施し、

主に施設内サインについて、

さまざまな方からご意見をい

ただいた。 

 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 各所管課   

・世田谷図書館については、

世田谷合同庁舎全体として、

ＵＤアドバイザーを交えた検

討会を行い、利用者目線での

整備を行うことができた。 

・職員の手作りのサインによ

りより分かりやすい窓口をつ

くることができた。 

 都市デザイン課   

・情報のＵＤガイドラインに

沿ったアドバイスができた。 

 施設営繕第二課  

・ＵＤ検討会でいただいた意

見を検討し、より多くの方に

とって分かり易いサインとな

るよう検討し、サインを設置

した。  

３ 改善  次年度に向けて  

 各所管課   

・改修工事等の機会を捉え、

図書館サイン計画及び情報の

ＵＤガイドラインに沿ったサ

イン整備を進めていく。 

・継続的に区民の始点に立っ

て、できることから改善して

いく。 

 都市デザイン課   

・情報のＵＤガイドラインの

普及を庁内で進め、分りやす

いサイン整備を促進していく。 

 施設営繕第二課  

・情報のＵＤガイドラインを

参考とし、より分かり易いサ

イン設置を行なう。 

 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・課税課での取組みは、来訪者の視点にたった窓口サインの見直しから、業務全体のユニバ

ーサルデザインの視点による改善まで発展していることが素晴らしい。他課の先例となるよ

う積極的に取り組まれたい。今後は実際の利用者の声をきき、更なる整備につなげていくこ

とを期待する。
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

11 小規模店舗等におけるユニバーサルデザインの推進 

ね ら い 

・暮らしに欠かせない日常の買物をする身近な地域の店舗のユニバーサルデ

ザインは重要な整備であり、新築の店舗のユニバーサルデザインを進める

とともに、既存の店舗等の改修を促す。 

取 組 み 

内容・方法 

・「世田谷区ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付要綱」による助

成制度を適宜見直し、整備対象を拡大する等柔軟な運用を行う。 

・新築・改築時におけるユニバーサルデザインによる整備を事業者の協力の

下に進める。 

・No.5「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を

広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 

・No.7「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携した普及啓発を

行う。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

●改修の補助要綱の見直し 

 

●改修の補助制度の周知 

●届出制度の周知 

 

 

継続 

継続 

 

 

継続 

継続 

 

 

継続 

継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・問合せ件数がそれなりにあるにもかかわらず助成になかなか至らないのが残念である。

事業者側のニーズ等をよく調べ、引き続き積極的なＰＲを行いながら様々なケースでの

助成を行えるよう進められたい。 

２８－１１(第２部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 世田谷街づくり課  

・助成０件、問い合わせ８件 

 北沢街づくり課  

・助成０件、問い合わせ１件 

 玉川街づくり課  

・助成０件、問い合わせ２件 

 砧街づくり課  

・助成２件、問い合わせ２件         

 烏山街づくり課  

・助成０件、問い合わせ０件 

 商業課  

・商店街を対象にした補助制

度の説明会で「小規模店舗等

ユニバーサルデザイン改装助

成制度」の周知を図った。 

 都市デザイン課  

・区のお知らせでのＰＲ。 

・冊子「世田谷ＵＤスタイル

第３号」での特集記事作成 

・補助制度のﾁﾗｼ配布。 

宅地建物取引業協会 

薬剤師会 

環境衛生協会 

商店街連合会理事会 

食品衛生協会 

商店街向け補助事業説明

での配布 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 世田谷街づくり課  

・竣工時期、用途、管理等で

助成の条件に適合しない建物

の問合せが４件あり、説明に

苦慮した。 

 北沢街づくり課  

・なし（現在、問い合わせ者

と協議中） 

 砧街づくり課  

・戸建住宅の一部にある店舗

（パン屋）の出入口に段差が

あり、高齢者等が利用しやす

くするために手摺を設置した。 

簡易な工事ではあるが利用者

の安全を第一に考え設置工法

等に配慮するよう事業者との

協議を行った。 

・現況店舗（呉服屋）のトイ

レ改修を行った。 

申請者（店主）とトイレまで

の動線を確認し、利用者の視

点にたち、より良い改修が行

えるよう配慮した。 

 商業課  

 都市デザイン課  

・特集記事で助成を受けた人

の声を載せ、より多くの人に

アピールするように工夫した。 

・チラシ配布の結果で問合せ

てきた方もおり、配布の効果

はあるものと考えられる。

３ 改善  次年度に向けて  

 街づくり課共通  

・問合せに対し、的確な回答

や迅速な現場調査を引き続き

行う。 

 商業課  

・引き続き商店街に対して助

成制度の周知を図っていく。 

 都市デザイン課  

・ＰＲの工夫を常に考え、継

続的に行っていく。 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・問合せ件数が増えてきているのでＰＲの効果がでてきているように感じられる。高齢者の利

用の多い業種への実績や効果を伝え、関心を高めて問合わせを増やすなかで、実際の改修に結

びつくよう取り組まれたい。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

12 
「住まいサポートセンター」における住宅のユニバーサル 

デザインの普及 

ね ら い 

・住宅専用部分のユニバーサルデザインによる整備を促進し、すべての人にと

って住みやすい生活環境の実現をめざす。 

・冊子「住宅のためのユニバーサルデザインヒントブック」の活用を図る。 

取 組 み 

内容・方法 

・｢住まいサポートセンター｣のイベント等で「住宅のユニバーサルデザインヒ

ントブック」を配布する等、周知・普及を図る。 

・実際のユニバーサルデザインに取り組む住宅設計・施工の事例を取りあげ、 

紹介する。 

・No.7「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して実施する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

●イベント等での冊子の配布 

●窓口での冊子の配布 

●住宅の事例の紹介 

継続 

継続 

継続 

 

継続 

継続 

継続 

 

継続 

継続 

継続 

 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・イベント時、多様なルートで啓発パンフレットを配布するだけでなく、継続的にアンケー

ト等をとることでその効果を検証し、ＵＤについての意識を高めつつ、参加者の声を集めて

施策に活かす等の工夫に取り組まれたい。 

 

 

２８－１２(第２部会) 
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 区の今年度の取組み  

１ 点検  実施したこと  

 

 住宅課  

・住まいに関するセミナー（平

成２８年度６回開催）におい

て、計約 320部配布。同事業

参加者宛アンケートも実施し、

区民への理解促進に努めた。 

 都市デザイン課   

・改修の助成窓口である保健

福祉課、建築確認申請の窓口

である建築審査課の窓口等で

冊子の配布を行った。約 100

部。 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 住宅課  

・住まいに関する講座の参加

人数は会場ごとに定員がある

ため、配布部数には限りがあ

る。 

 都市デザイン課   

・継続的に冊子の配布ができ

ているが、配布部数がのびて

いない。

３ 改善  次年度に向けて  

 住宅課  

・次年度以降も住まいに関す

る講座・行事などの機会に冊

子を継続的に配布する。 

 都市デザイン課   

・冊子配布の補充点検を細か

くして継続的な配布を行う。 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・冊子「いつまでも快適に暮らせる家づくりのヒント」の配布をイベント時に行うだけでなく

アンケートをとるなど取組みが進んでいる。イベント時に冊子の内容を簡単に紹介してユニバ

ーサルデザインが住み手の役に立つことを今後もＰＲしていただきたい。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

13 公営住宅のユニバーサルデザインに基づく改修の推進 

ね ら い 
・区営住宅のユニバーサルデザイン整備は、高齢者、障害者の住宅確保に欠

かせないことから、計画的に進める。 

取 組 み 

内容・方法 
・区営住宅についてユニバーサルデザイン改修を継続的に行う。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

 

●住戸改修の実施 継続 継続 継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・改修工事が着実に進む一方、新築の区営住宅もあり、ＵＤの工夫を積極的に取り入れて

進められたい。例えば、新築の豪徳寺アパートはＵＤ推進条例の整備基準に基づき着実

に設計が進んでいるが、内部だけでなく外回りにも工夫をこらしていただきたい。 

 

２８－１３(第２部会) 
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 区の今年度の取組み  

１ 点検  実施したこと  

 住宅課   

・区営住宅のスロープ設置済

の１階空き住戸について改修、

３戸。 

・豪徳寺アパートの実施設計

を実施。 

 施設営繕第一課、第二課  

【施設営繕第一課】 

・区営住宅の１階空き住戸に

ついて改修を行った。 

改修住戸、３戸。 

【施設営繕第二課】 

・豪徳寺アパートは実施設計

を行い、ＵＤ条例の整備基準

に基づいた計画とした。 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 住宅課   

・住戸内の段差の解消、出入

り口・トイレ等への手摺の設

置の改修を行い、高齢者等に

住みやすい改修ができた。 

・基準に沿った設計を行うこ

とができた。 

・豪徳寺アパートの設計につ

いては、ユニバーサルデザイ

ンの視点で設計を行うことが

できた。 

 施設営繕第一課、第二課  

【施設営繕第一課】 

・間取りを見直し、よりよい

住環境になるよう計画・設計

することができた。 

【施設営繕第二課】 

・ＵＤの視点で計画を検討す

ることにより、外部も含めよ

りよい設計とすることができ

た。 

 

３ 改善  次年度に向けて  

 住宅課   

・国土交通省告示「高齢者が

居住する住宅の設計に係る指

針」に基づき、改修を行って

いるが、住戸内のレイアウト

変更も検討しながら、より多

くの部分で基準を達成できる

よう検討する。 

・都市デザイン課と協議を行

いながら、ユニバーサルデザ

インのスパイラルアップに取

り組む。 

 施設営繕第一課、第二課  

【施設営繕第一課・第二課】 

・誰にとってもより使いやす

い施設づくりを目指し、都市

デザイン課や住宅課と協議し、

ＵＤ化を推進する事業計画や

工事を行う。 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・豪徳寺アパートの設計では、国土交通省の基準に基づきつつ各階にファミリー向け住戸をいれ

るなどコミュニティ形成の工夫もしている。玄関に段差を作らないことやベンチを設置 するなど

使いやすくなっている。公共的性格をもつ公営住宅は社会資源であるので、トイレの手すりなど

多くの人に役立つ工夫は更に取り入れ、ユニバーサルデザインの手本となる計画とされたい。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

14 高齢者・障害者の住宅改修支援 

ね ら い 
・個人の住宅におけるユニバーサルデザイン整備の支援を行い、生活環境の

質の向上を図る。 

取 組 み 

内容・方法 
・継続的に改修支援を行う。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●改修支援の実施 

●窓口での啓発冊子の配布 

継続 

継続 

継続 

継続 

継続 

継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・着実に改修支援が行われているが、今まで対象としている改修項目だけでなく、多

様なニーズに合わせた改修支援を引き続きお願いする。 

・ＰＲは高齢者や障害者の支援に係わる人たちにも伝えて、改修ケースが増えるように取り

はかられたい。 

 

 

２８－１４(第２部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 高齢福祉課  

・高齢者が要介護状態となる

ことの予防や重度化の防止の

ため、住宅改修費用の一部助

成を行った。 

２８年度 予防改修７件 

設備改修５９件 

（３月３１日現在） 

 障害施策推進課  

・６５歳未満で障害程度等の

要件を満たした方のうち、障

害により住宅改修が必要な方

へ住宅改修費の助成を実施し

た。 

２８年度 ４２件 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 高齢福祉課  

・「介護の日」などのイベン

トを通じて住宅改修費助成の

ＰＲを行った。 

 障害施策推進課  

・住宅改修費を一部助成する

ことで、その方の障害に応じ

た住宅環境を形成することが

できた。 

３ 改善  次年度に向けて  

 高齢福祉課  

・さまざまな機会を通じ住宅

改修費助成のＰＲを行い、高

齢者の身体状況に合わせた住

宅の整備を進める。 

 障害施策推進課  

・引き続き住宅改修費助成制

度の周知を行い、その方の障

害に応じた住宅の整備を促進

する。

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・改修の相談は本人や家族からだけでなく、関係する事業者やケアマネジャー等の専門職からも

ある。改修支援の方法を事業者や専門職向けに PRしていくことで、改修支援が増えていくよう

期待する。 
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     ■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

15 公共交通等のサービスの充実 

ね ら い 

・交通不便地域の解消や南北公共交通の強化を図るため、バス事業者と連携

し、バス交通サービスを充実する。 

・バス運転手や駅務員等の接客・接遇の向上を促す。 

・公共交通施設について、だれもが利用しやすい公共交通環境の整備を進め

る。 

・福祉移動支援センター“そとでる”の活用をはじめ、高齢者、障害者等の

移動支援を行い、様々な移動ニーズに対応できる生活環境をつくる。 

取 組 み 

内容・方法 

・バスの実験運行の評価等を踏まえて本格運行に向けた取組みを進める。 

・バス運転手や駅務員等の接客・接遇の向上のための取組みを支援する。 

・公共交通施設（駅やバス停等）のユニバーサルデザイン整備を進める。 

・移動困難者の移動支援のため、福祉移動支援センター“そとでる”の周知

と利便性の向上を図る、また、だれもが利用しやすいユニバーサルデザイ

ンタクシーの導入に向けた取組みを促進する。 

・No.7「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して実施する。 
 
 
 
 
■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

●新規バス路線の実験運行 

 

 

 

 

 

●バス運転手や駅務員等の接

客・接遇の向上の取組み促進 

●ユニバーサルデザイン整備の

促進 

●福祉移動支援センター“そと

でる”のサービスの周知 

●タクシーのユニバーサルデ
ザイン化の普及促進 

新 規 バ ス

路 線 の 導

入 

 

 

 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

●新規及び

既 存 路 線

の 活 用 に

よ る バ ス

路 線 の 導

入 に 向 け

た検討 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

継続 

 

 

 

 

 

  

継続 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・社会実験によるバス運行では利用者数の伸びがあり、ＰＲ等の一定の効果が確認できる。今後

も社会実験等の際には地域への広報を積極的に行われたい。 

・福祉有償運送についてはサービス内容だけではなく、対象者への適切な情報提供といった区民

の視点からの評価にも取り組まれたい。将来的にはユニバーサルデザインタクシーの担うべき

外出・移動支援のニーズを見据えつつ、社会動向を踏まえながら検討されたい。 

２８－１５(第３部会) 

注）「公共交通」とは、不特定多数の利用者に向けた公共的交通サービスで、鉄道、バス、タクシー等と「世田谷区交

通まちづくり基本計画」で定義されている。この施策・事業では福祉移動サービスを含むので、「公共交通等」と

記載している。 



UD（ユニバーサルデザイン）のスパイラルアップ 

 

36 
 

 区の今年度の取組み  

１ 点検  実施したこと  

 交通政策課   

・平成２７年８月３日から平

成２８年１月２９日の期間に

実験運行を実施した新規バス

路線(等々力操車所～梅ヶ丘

駅間)について、バス事業者と

協議を進め、平成２９年１月

２７日より本格運行を開始し

た。 

 障害者地域生活課  

・リフト付タクシー運行事業

や福祉有償運送を行う法人を

支援し、福祉移動支援サービ

ス連絡会を通して事業者の課

題を整理した。 

・世田谷区福祉移動支援セン

ター登録時業者は平成２８年

度末現在で９２事業者、１７

５台が稼動している。 

 障害施策推進課  

・区内鉄道駅の現況を視覚障

害者団体、鉄道事業者、区関

係所管で確認し、意見交換を

実施した。区主催シンポジウ

ムの中で実施結果を報告した。

２ 評価 工夫や苦労した点  

 交通政策課   

・本格運行後の利用促進のた

め、路線沿線の町会・自治会

への回覧チラシの配布など周

知を行った。 

 障害者地域生活課  

・福祉移動サービス事業者の

増加により、障害者等の移動

困難者の通院、社会参加の際

の利用率向上につながった。

登録人数が平成２８年度末で

約4000人を越えている。この

ことからも区民周知の拡大に

よる知っている区民の増加が

推測できる。 

・区情報冊子「せたがや移動

サービス案内」を作成し、区

と協定を結んでいる事業者の

情報を分かりやすく整理した。 

障害施策推進課  

・各所管課と関係機関との連

絡を分担するとともに、現況

確認の内容を調整した。 

３ 改善  次年度に向けて  

 交通政策課   

・既存バス路線の活用や、都

市計画道路、主要生活道路の

整備の進捗状況を見据えなが

ら、新規コミュニティバス路

線の導入を促進する。 

 障害者地域生活課  

・福祉移動サービス事業者の

参入促進を図るため世田谷区

福祉移動支援センター「そと

でる」への支援を行うととも

に、運転者講習会等への講師

派遣をするなど、センターと

協働して福祉移動サービスの

質の向上を図る。 

・介護事業者連絡会等へ参加

し、ケアマネージャーや相談

職員への周知を行い利用拡大

に努める。 

・平成２８年度は世田谷区福

祉移動支援センターと協同し、

世田谷区内の地域包括支援セ

ンター職員に対し、移動困難

者の移動に関するアンケート 

障害施策推進課  

・だれもが利用しやすい公共

交通環境の実現に向け、確認

された課題の改善状況につい

て継続して関係者で情報を共

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・福祉有償運送は情報提供が進んでいるが、高齢者だけでなく障害者へ向けたＰＲも行い、多

様な利用を支えるように進めていただきたい。また、運転協力者の確保は大きな課題であるの

で、継続的に対策を検討いただきたい。 

・コミュニティバス等の在り方を考える際には、物理的な交通不便地域の解消のみならず、区

民の移動ニーズを十分に把握した上で導入や評価を進めるよう期待する。また、鉄道のプラッ

トホームの安全対策についても事業者への支援を行い、環境整備を促進されたい。 

有する。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

16 安全な歩道づくり 

ね ら い 

・すべての人にとって安全で、安心して移動できる快適な歩行空間のユニバ

ーサルデザインによる整備を推進し、引き続き区道における安全な歩行空

間の確保を進める。 

取 組 み 

内容・方法 

・歩道の新設・改良、電線類地中化及び視覚障害者誘導用ブロックの適切な

設置を進め、安全な歩行空間を整備する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●歩道の整備 

●電線類地中化整備 

 

継続 

継続 

 

継続 

継続 

 

継続 

継続 

 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・リーディングラインの敷設等、今後も地域の状況や関係者の意見を考慮しながら、積極

的な整備に取り組まれたい。リーディングラインには歩行者だけでなく自動車や自転車

の運転者にも安全な通行を視覚的に促すといった多様な効果が期待できる。 

・視覚障害者誘導用ブロック等の支援設備について、ユーザビリティの観点から適切性を評価・

改善していく必要がある。 

 

 

 

２８－１６(第３部会) 
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 区の今年度の取組み  

１ 点検  実施したこと  

 土木計画課   

・歩道の新設や改良（マウン

トアップ方式からセミフラッ

ト方式）を542ｍ実施した。 

・経堂駅付近の世区街８号線

で 175ｍの電線類地中化工事

を行った。 

・東京2020大会の会場となる

馬事公苑周辺の一部区道で電

線類地中化を図るため、試掘

調査及び測量設計を行った。 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 土木計画課   

・電線類地中化事業は、一

般的は、電線共同溝整備を

含めると５～６年の期間

が必要となる。馬事公苑周

辺では、本大会開催までの

完了が不可能なことから、

東京電力・NTTの既設埋設

管や管理用人孔を利用し

た整備とした。東京電力・

NTTと協定を締結し、調

査・設計から整備まで委託

した。 

 

 

３ 改善  次年度に向けて  

 土木計画課   

・馬事公苑周辺の電線類地中

化を進めるにあたり、電線共

同溝の地上機器の設置位置な

どの課題を整理していく。 

・歩道のない道路での電線共

同溝整備を進めるにあたり、

地上機器の設置場所の確保が

課題となっている。

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・東京２０２０大会に向けて歩道整備が進むのは望ましいが、組織委員会をはじめとした関係機

関の動向を見据えながら整備計画を進められたい。一方、区民が日常的に利用する身近な道の整

備も大事であるので、地域の声を良く反映し、事故件数や交通量といった客観的なデータに基づ

いて優先順位をつけ、利用者の多様なニーズを考慮しつつ安全な歩行環境の確保を計画的にはか

られたい。
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

17 自転車の安全な利用の啓発 

ね ら い 

・自転車の通行空間の整備とあわせて、安全な自転車利用の普及・啓発を進

め、区民が安心して移動できる環境の整備を進める。 

・地区単位における普及啓発も行う等、更なる啓発を促す。 

取 組 み 

内容・方法 

・自転車利用憲章の普及をはじめとして、幅広い年齢を対象に自転車安全利

用の普及啓発を進める。 

・区民による自転車安全利用推進員の育成や支援を通してユニバーサルデザ

インを周知し、地区での取組みを支援する。 

・No.7「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して実施する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

●自転車利用憲章の普及 

●小中学生等を対象とした交通

安全教室の開催 

●子育て世代や高齢世代等へ向

けた出前講座の実施 

●安全利用推進員の育成・支援 

継続 

継続 

 

継続 

 

継続 

継続 

継続 

 

継続 

 

 継続 

継続 

継続 

 

継続 

 

 継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・玉川地区での区民発意の啓発活動はビデオ作成等の工夫が凝らされており興味深い。上

から目線でない自発的な活動は効果が高いものと思われる。他の地区でも、子育て世帯、

学生、高齢者といった自転車利用者のそれぞれの立場に合わせた効果的なアプローチによ

り安全利用の啓発が進むよう、区の取り組みやサポートを含め、更なる事業展開に期待す

る。 

・現在の自転車利用状況を、様々な利用者の立場から、認識・共有・反省し、自転車モラル

の施策展開を進められたい。 

 

 

２８－１７(第３部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 交通安全自転車課   

・引き続き区立小・中学校で

交通安全教室を実施し、特に

小学校ＰＴＡとの協働により、

小学生及び保護者を対象とし

た交通事故再現型交通安全教

室、保護者を対象とした自転

車安全講習を多く開催するこ

とができた。 

・区内大学新入生向けの啓発

リーフレットの採用大学数を

昨年度の６大学から８大学９

学部に増やすことができた。 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 交通安全自転車課   

・自転車事故が多く、区政と

の接点が少ない２０～４０代

への重点的取り組みのうち、

子育て世帯、区内大学への取

り組みについては一定の進展

を見せたが、区内事業者への

取り組みがなかなか実績を上

げられない状況にある。 

・２７年中の自転車事故件数

は２６年に比べ大きく減少し、

１０年間続けた都内ワースト

１を返上することができたが、

２８年は再び都内ワースト１

となった。 

 

３ 改善  次年度に向けて  

 交通安全自転車課   

・小学校ＰＴＡとの協働につ

いては、今後も継続していく

ための、安定的な仕組みをつ

くる必要がある。 

・より「上流」からの取り組

みとして自転車店や自転車メ

ーカーとの協働を図るなど、

従来とは異なる新たなアプロ

ーチを開発していく必要があ

る。 

 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・玉川地区での区民発意の安全啓発活動が着実に広がっており、他の地区においても展開できる

よう普及を進められたい。その際には、地区の特性に合わせた事業実施が求められるので、応用

的なノウハウの蓄積に期待する。啓発事業はある一定程度以上の人が啓発内容を認知すると急に

普及が進むので、継続的に粘り強く行っていただきたい。
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

18 自転車通行空間の整備 

ね ら い 
・歩行者・自転車・自動車がともに安全で快適に道路等を通行できるように、

原則として、車道部に自転車通行空間の整備を進める。 

取 組 み 

内容・方法 
・「世田谷区自転車ネットワーク計画」に基づき、計画的な整備を行う。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●自転車通行空間整備指針の改

定 

●自転車通行空間の整備 

 

 

継続 

 

 

継続 

 

継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・自転車の通行空間の整備は、自転車利用者の快適性のほか、歩道での歩行者の安全確保の視点

においても重要である。整備延長の評価のみならず、実際の交通状況を確認しながら自転車利

用者向けのＰＲを今後も進められたい。 

・今後は自転車の車道通行原則の徹底、交差点の処理、ネットワークの実現状況といった、新た

な視点からの評価も求められてくる。 

・通行条件の異なる専用通行帯とブルーゾーンが利用者に対して視覚的に混同されないよう整備

の在り方について留意されたい。 

２８－１８(第３部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 交通安全自転車課   

・ネットワーク計画にある優

先整備路線を中心に整備を実

施した。工事第一課約3480ｍ、

工事第二課約120ｍである。 

 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 交通安全自転車課   

・ネットワーク計画には隣接

区市との連携が大事になる。

また区内４警察署は連携が不

充分なため、ネットワーク構

築が課題となっている。 

 

３ 改善  次年度に向けて  

 交通安全自転車課   

・都建設局、警視庁、東京国

道事務所及び区市等による連

絡調整会議を開催し、連携を

強化する。 

・東京 2020大会開催に向け、

ＪＲＡ馬事公苑及び総合運動

場周辺や、主要な駅間の整備

を推進する。 

 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・自転車通行空間の整備は、自転車利用の促進とともに、安全な歩行環境の創出のためにも重要

である。歩道のない道においても法定外の路面表示を活用することで、安全な通行を促す取組み

が進んでいる。利用者の声や道路状況・通行実態を踏まえ、歩行者保護との両立を図りながら自

転車通行環境の整備が進められることを期待する。 

・ブルーゾーンと自転車専用通行帯とでは法令上の通行ルールが全く異なるが、利用者にとって

その違いが視覚的な観点から明確に理解できないおそれがあるため、適正な自転車通行が促進さ

れるよう十分に留意して整備を進められたい。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

19 放置自転車等をなくす取組み 

ね ら い 

・歩行者等の妨げとなっている支障物を取り除き、すべての人にとって安心

して通行できる空間の確保をめざす。 

・自転車駐輪場に停めやすい環境を整備するために、様々な自転車に対応し

た駐輪施設の整備を行う。 

取 組 み 

内容・方法 

・放置自転車や道路にはみ出している商品等の不法占用物件を除却すること

で、安全に通行できる空間の確保を進める。 

・自転車駐輪場の整備について、平置きで幅の広い区画や、電動アシスト対

応の区画等様々なタイプ、様々な利用者に対応した自転車駐輪場の整備を

進める。また、「自転車等の利用に関する総合計画」に基づき、コミュニ

ティサイクルシステムのネットワークを拡充し、自転車のシェアリングを

進めることにより、駅周辺への自転車乗り入れ台数の抑制を図る。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

●放置自転車の撤去 

●路上占用物件の除却 

●駐輪場の整備 

●コミュニティサイクルシステ

ムのネットワークの拡充（ポー

トの設置） 

継続 

継続 

継続 

新規設置

検討 

 

継続 

継続 

継続 

継続 

 

継続 

継続 

継続 

継続 

 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・路上の占用物によって困っている当事者自身がパトロール等に関わることで、より実態に即し

た対応が考えられるので検討を進められたい。 

・コミュニティサイクルの展開によって放置自転車の抑制を図るためには、区内の自転車利用特

性を考えると主要駅だけでなくより小型なポートが多く必要と思われる。自宅持ち帰り利用の

活用といった利用者を増やす工夫に取り組みながら、今後の展開を検討し進められたい。また、

区内の南北移動や鉄道駅から離れた公共施設への交通をサポートする手段としても視野に入れ

ることが重要である。 

２８－１９(第３部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 交通安全自転車課   

・コミュニティサイクルポー

トの利便性の向上を図るため、

等々力レンタサイクルポート

の定期利用を４月から開始し

た。 

・放置自転車の整理・自転車

等駐車場への誘導、撤去を行

った。 

・鉄道事業者や町会、商店街

等と連携し、放置自転車クリ

ーンキャンペーンを実施した。 

 道路指導課  

・下北沢南口において商店会

の人と一緒に定期的にパトロ

ールを実施した。 

 公園緑地課  

・公園内に放置された自転車

等を適宜撤去した。 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 交通安全自転車課   

・整理誘導員の配置体制を一

部変更し、放置状況に応じて

柔軟に対応できるようにした。 

 道路指導課  

・一時的に改善されるが、す

ぐに元の状態に戻ってしまう。 

 公園緑地課  

・公園内の放置自転車を撤去

することで、公園の出入りの

安全確保や園路・広場を安全

に利用できるようになった。 

３ 改善  次年度に向けて  

 交通安全自転車課   

・既存のレンタサイクルポー

トのコミュニティサイクルポ

ートへの転換およびコミュニ

ティサイクルポートの新設を

検討し、コミュニティサイク

ルシステムネットワークの拡

充を図る。 

・引き続き自転車利用者及び

店舗への働きかけや、臨機応

変な撤去を通じて放置台数の

減少を目指す。 

 道路指導課  

・地元警察署とも連携し、粘

り強く指導していく。 

 公園緑地課  

・継続的に放置自転車等を撤

去し、誰もが安全に公園を利

用できるように努める。 

 

 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・過去２０年で放置自転車は大幅に減少しているものの、買い物等による短時間の路上駐輪が目

立つ地区がある。社会的に定着してきた長時間利用に併せて、駐輪場の短時間利用ニーズを喚起

する方策も今後研究していただきたい。 

・東京２０２０大会に向けて他区でコミュニティサイクル導入の動きが活発化しており、区内に

おける自転車利用の地域性を考慮しながら、連携の可能性について事業採算の観点も含めて検討

することを期待する。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

20 規模や特性に応じた公園緑地等の整備 

ね ら い 
・公園緑地等の整備に際しては、規模や特性を踏まえ魅力があり、すべての

人が楽しめるユニバーサルデザインによる公園づくりを進める。 

取 組 み 

内容・方法 

・二子玉川公園でのユニバーサルデザイン整備の事例を活かす等、様々な利

用者の参加したワークショップによる検討の効果を蓄積し、他の整備事例

にも活かす。 

・No.5「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を

広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して整備する。 

・No.7「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して整備する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

 

 

 

●ユニバーサルデザインア

ドバイザーを交えた整備

内容の検討会の開催 

継続 

 

 

● ユニバー

サルデザ

インライ

ブラリー

への反映

と活用 

● ユニバー

サルデザ

インアド

バイザー

等をいれ

た整備の

検証 

継続 

 

 

継続 

 

 

 

 

 

継続 

 

 

 

 

 

 

継続 

 

 

継続 

 

 

 

 

 

継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・様々な公園の整備が進み、公園内の移動のユニバーサルデザインが充実してきている。今

までの取り組みにおける経験・知見の積み重ねを最大限に活かしつつ、今後は、移動の円滑

性に加えて、憩いの場として誰もがくつろげる質の高い空間づくりを検討し工夫を重ねるよ

う取り組まれたい。 

２８－２０(第３部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 公園緑地課   

・新たに４箇所の公園緑地を

整備した。 

瀬田農業公園拡張 

千歳台二丁目北記念公園 

玉川台五郎様の森緑地 外 

・既存の公園等の老朽化した

施設や舗装等を改修した。 

深沢二丁目広場改修 

希望丘公園第２期改修 

上北沢公園第２期改修 

北沢川緑道改修 外 

・公園等の計画づくりにおい

て、ワークショップ形式等に

よる住民参加の手法を取り入

れ、参加協働による計画づく

りを進めた。 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 公園緑地課   

・ＵＤ条例の施設整備マニュ

アルに基づき公園緑地を整備

し、より利便性の高い公園緑

地とした。 

・アンケートやワークショッ

プなど住民参加型の計画づく

りを進めることで、地域住民

の意見を取り入れながら、計

画づくりを進めることができ

た。 

・整備済の公園トイレにおい

て、ユニバーサルデザインア

ドバイザーや区民と共に成果

を検証し、今後の公園トイレ

の設計に活かすワークショッ

プを実施した。 

３ 改善  次年度に向けて  

 公園緑地課    

・公園等の新設や改修にあた

っては、引き続き住民参加の

手法を取り入れた計画づくり

を進めていく。また、公園等

の計画づくりにおいては、ユ

ニバーサルデザインを実現す

るよう、現地状況や利用目的

に合わせて、工夫した公園設

計やデザインに取り組んでい

く。 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・新規の公園緑地ではユニバーサルデザインの理念に基づいた整備が進んでいるので、設計・施

工におけるノウハウを活用して既存の公園改修にも反映させ、区内のどの公園もが利用しやすい

環境となることを期待する。 

・多数の利用が見込まれる公園においては、多機能トイレの設置のみにとどまらず、様々な利用

者を想定してスペースの余裕のある便房を設置する等、現状を確認しながら検討して頂きたい。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

21 推進地区のユニバーサルデザイン取組み推進 

ね ら い 

・ユニバーサルデザインによる面的整備を推進し、すべての人にとって利用

しやすい生活環境を整備する。 

・推進地区の位置づけ等、街づくりにおける役割を整理し、より広く運用で

きる仕組みを検討する。 

取 組 み 

内容・方法 

・商店街、公共施設の周辺等地区でのユニバーサルデザイン整備の取組みを

検討し、支援する。 

・No.5「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場

を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●推進地区の運用方法の明確化 

 

 

 

●既存の推進地区の整備計画の見直

し 

●新規地区の指定と整備計画の策定 

 1箇所 

 

 

 

 

 

 

 

継続 

 

 

●整備計画

に基づく点

検・整備 

 

 

 

 

継続 

 

 

継続 

 

●推進地区

の運用方

法の見直

し 

継続 

 

 

継続 

 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・より多くの区民が参加できる推進地区での取り組みを進められたい。参加者は現場にお

いてユニバーサルデザインに対する気づきを得る機会が多く、区の取り組みに関わる区民

等を増やすことにもつながると思われる。推進された施設整備の有効活用の観点からも、

ユニバーサルデザインの理解を深めるための教育のモデル地区として展開されるよう、具

体の事業では戦略的な参画促進に取りはかられたい。 

 

 

２８－２１(第３部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 各街づくり課共通（まち歩き）  

・平成２７年度にまとめた推進地区の整備計画に基づき、５地域の各推進地区にてまち歩きを実

施し、ユニバーサルデザインの観点から推進地区内を歩き楽しめるコースをいれたＵＤ資源マッ

プを作成した。 

世田谷地域  

・１１月１４日 まち歩き実施。区民５名、区職員等４名が参加。 

北沢地域  

・１０月２１日 まち歩き実施。区民２名、区職員等４名が参加。 

玉川地域   

・１１月１４日 まち歩き実施。区民４名、区職員等４名参加。 

砧地域  

・９月３日 まち歩き実施。区民（ゼミ受講生）１１名、区民（公募参加者）１３名、区職員

等３０名。 

烏山地域  

・１１月１日 まち歩き実施。区民等５名、区職員等４名が参加。 

 都市デザイン課  

・まち歩きの運営全体を都市デザイン課で担った。まち歩きの企画や運営の補助は、世田谷ＵＤ

ゼミ修了生の希望者と行い、ＵＤまちづくりを広げながら取り組んだ。 

・各地区にまち歩きコースを設定し、トイレや休める場所の情報を掲載したマップを作成した。 

 北沢街づくり課  

・３月 「梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅界わいユニバーサルデザイン計画」を作成した。 

 烏山街づくり課 

・烏山ネットわぁ～くショップの取組み 烏山区民センターを会場に今年で１０回目となるユニ

バーサルデザイン探検隊スタンプラリーを実施（１０月２２日）。参加者数は１００名以上。 

 

２ 評価  工夫や苦労した点  

 各街づくり課共通（まち歩き）  

・区民とともに企画運営したことで、区民視点でのマップづくりとなった。 

世田谷地域  

・参加者からみどりやバリアフリーについて好意的な意見をいただいた。コースの一部に歩道

のない場所を入れているので、安全な迂回ルートも選べる設定等の工夫を加えた。 

北沢地域   

・まち歩きについて、区民の方の参加を得て、推進地区内を楽しく歩けるＵＤ資源マップづく

りができた。 

玉川地域  

・歩く方の体調や年齢に合わせて、歩く距離を選択できるようなコース設定とした。地形の変
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化や自然の豊かさを感じられるようなまち歩きコースにし、参加者とともに地域の良さやＵＤ

資源を再発見できた。 

砧地域  

・健康づくり課と協働したまち歩き「ゆるっとウォーク成城」を開催しＵＤの工夫や資源など

のの探訪をするとともに、健康づくりに役立つまちの資源を集めるワークショップを行い、Ｕ

Ｄ資源マップを作成した。 

烏山地域  

・まち歩きについて、みどりを感じられるようなコースを区民とともに設定し、地域の良さや

ＵＤ資源を確認することができた。 

 都市デザイン課  

・砧地域をまずモデルにまち歩きを行いまち歩きコースを作った。そのコースをイベント「ゆる

っとウォーク成城」として多様な人に体験してもらい、コースの改良をはかった。そのノウハウ

を他の４地域でも取り込み５つの推進地区でのまち歩きコースを設定することができた。 

・マップに載せる情報を現地で確認し、さらに関係者へ確認するプロセスに時間がかかった。 

 北沢街づくり課  

・梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅界わいについて、サイン等の整備に向けて、関係所管と調整し情

報の共有化を図れた。 

 烏山街づくり課  

・さまざまな体験型イベントをスタンプラリー形式で楽しみながら、参加者へユニバーサルデザ

インの普及啓発を図ることができた。 

 

３ 改善  次年度に向けて  

 各街づくり課共通（まち歩き）  

・まち歩きコースのＵＤ資源を再確認し、ＵＤ資源マップに反映する。 

 都市デザイン課  

・作成したＵＤ資源マップを冊子「世田谷ＵＤスタイル」に掲載するだけでなく、ホームページ

にも掲載しアピールしていく。また、歩いた人の意見などからまち歩きコースの改善等をはかる

取組みを検討したい。 

 北沢街づくり課  

・「梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅界わいユニバーサルデザイン計画」に基づく整備に向け、引き

続き関係所管と連携し調整を図る。 

 烏山街づくり課  

・ユニバーサルデザイン体験隊スタンプラリーについて、取組むメニューやＰＲ方法を工夫し、

参加者数を増やすことで烏山地域におけるユニバーサルデザインの理念の普及啓発を図ってい

く。

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・全ての推進地区において「ゆるっとウォーク」のマップが作成されたことは大きな成果とし
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て評価できる。五感ポイントといった楽しみを共有するアプローチが盛り込まれており独自性

が高い。今後は、このマップをユニバーサルデザイン教育の視点からの活用も視野に入れて充

実させ、他の取組みとの連携を図りながら総合的な観点でユニバーサルデザインの質が高めら

れることを期待する。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

22 
だれでも使えるトイレとベンチ等の休憩施設の 

ネットワーク整備 

ね ら い 

・トイレとベンチ等の休憩施設をネットワーク整備することにより、高齢者

や障害者、子育て中の区民等すべての人にとって安全に安心して出かけら

れる地域社会をめざす。 

・トイレ、ベンチ等の休憩施設を計画的に配置し整備を進め、情報提供を行

う。 

取 組 み 

内容・方法 

・トイレとベンチ等の休憩施設の整備結果を、様々な方法で情報発信する。 

・ベンチの設置について、新たに道路（歩道）上の空間の活用を検討する。 

・No.7「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して整備する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

●公園トイレのユニバーサルデ

ザイン改修の実施 

●お休み処の開設促進 

●ベンチの設置 

 

 

継続 

 

継続 

継続 

●ユニバー

サルデザ

インライ

ブラリー

への反映

と活用 

継続 

 

継続 

継続 

継続 

 

継続 

 

継続 

継続 

継続 

 

 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・地域をよく知る区民は自身の生活圏でトイレ等の情報を既につかんでいることが多いので、初

めて来る人や不慣れな人に向けて情報を整備しておくことが効果的である。また、散歩モデルコ

ースのような区民の外出・余暇活動の促進策や、公共交通施策との連係によってもこの取り組み

が活かされると期待できる。区のほか、国、東京都、民間といった各関係者が果たすべき役割も

踏まえて多様な取り組みを進められたい。 

 

 

２８－２２(第３部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 都市デザイン課  

・ＵＤ資源マップ 

Ｎｏ２１のとおり 

・ベンチ調査 

公共施設でのベンチ等の設置

状況を確認した。 

 交通政策課   

・バス停ベンチを３基設置し

た。 

 土木計画課   

・道路にベンチを４基設置し

た。また、ベンチ機能を持っ

た施設も１基設置した。 

 公園緑地課  

・公園の整備にあたり、適宜

ベンチを設置した。また、誰

でも使えるトイレを３棟設置

した。 

 商業課  

・商店街が運営する「まちの

ステーション」等の休憩所の

継続。 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 都市デザイン課  

・ＵＤ資源マップ 

Ｎｏ２１のとおり 

・ベンチ調査 

施設用途等により差があるが、

区立施設でベンチ等を整備し

ている取組みがあることが分

った。 

 交通政策課   

・道路管理者やバス事業者と

の調整に時間を要した。 

 土木計画課   

・車止め柵を設置した行き止

まりの道路であり、車両も入

らないため、道路にベンチが

設置できた。 

 公園緑地課  

・ベンチ等を設置することで、

来園者の利便性を高めた。ま

た、ＵＤ対応のだれでも使え

るトイレを設置し、誰もが安

心して利用できるよう整備し

た。 

 商業課  

３ 改善  次年度に向けて  

 都市デザイン課  

・ＵＤ資源マップ 

Ｎｏ２１のとおり 

・ベンチ調査 

公共施設の整備時にベンチ等

を整備できるよう、庁内での

検討を進める。 

 交通政策課   

・バス停における利用快適性

の向上を図るため、今後も設

置を進めていく。 

 土木計画課   

・歩道に面した公園・緑道の

改修工事やバス新規路線開通

に併せて、ベンチを設置して

いくよう関係所管課に働きか

ける。 

 公園緑地課  

・公園等の新設や改修の際に、

設置可能な箇所にベンチを設

置していく。また、だれでも

使えるトイレについて、ユニ

バーサルデザインアドバイザ

ー等の専門家の意見を踏まえ、

仕様等について検討していく。 

 商業課  

・商店街に対して補助金が終

了した後の継続的な運営を働

きかける。 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・近年、ベンチは歩行時の途中休息の場として意義が高まっている。ベンチ設置への理解を促すた

めに、環境悪化や騒音発生といった懸念事項に有効で具体的な対策を検討し提示することにより、

整備ガイドライン等を取りまとめられるよう図られたい。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

23 災害時に使えるトイレの整備推進 

ね ら い 
・災害時の避難所で使えるトイレの整備についてユニバーサルデザインの視

点で改善し、災害時に、すべての人が使用できるトイレを整備する。 

取 組 み 

内容・方法 

・マンホールトイレや既存の多機能トイレの活用も含めたトイレ整備を進め

る。 

・No.7「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して整備する。 

・No.9「学校施設のユニバーサルデザインによる整備の推進」と連携して整

備する。 

・No.26「災害に備えた区民参加による取組み」と連携して整備する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

 

●マンホールトイレの設置や多

機能トイレの整備 

●避難所運営訓練におけるトイ

レ利用のシミュレーション等

の実施 

 

 

継続 

 

継続 

継続 

 

継続 

継続 

 

継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・マンホールトイレの整備が進み、その点検や運用を含めた管理の重要性が増している。マ

ンホールトイレや他の仮設トイレを実際に使用した体験のある自治体等から学んだり、女性

の利用者に配慮した使用方法を検討したりといったことにも取り組まれたい。継続的な活動

に期待する。 

 

２８－２３(第２部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 公園緑地課   

・故障により使用できなかった災害用井戸１箇所を、使用できるよう改修した。 

 災害対策課   

・マンホールトイレについて、区立小中学校２８箇所、区立公園・広場１９箇所を、災害時に使

用できるよう設備点検を実施した。（井戸水の揚水状況、蓋の開閉状況、管内汚泥蓄積状況の確

認） 

・不具合が確認された災害用井戸４箇所を、使用できるよう修繕した。 

・マンホールトイレの取扱説明書を関係所管と連携を図り再整備した。 

・区内の学校をモデル校とし、ＮＰＯ団体と協力して災害時のトイレ対応について検討を進めた。 

 総合支所地域振興課   

・各避難所運営訓練等において、組織構成員や一般参加者に対し、マンホールトイレや一般用、

車椅子対応のトイレ用テントの組立て･設置、使用方法の体験･解説を実施した。また、震災時の

トイレ使用のルール作りや運用方法についても各避難所で検討を進めている。 

 教育施設課   

・学校施設の改築工事において、 

災害用マンホールトイレを城山小で５箇所、深沢中で１０箇所設置した。また、災害時の断水・

停電に備え1階トイレへの屋上プールからの取水・使用のシステム導入（同２校）を行った。 

・既存校の改修工事により、松丘小と笹原小に多機能トイレを設置した。 

 

２ 評価  工夫や苦労した点  

 公園緑地課   

・災害用マンホールトイレの施設を、日常的な公園利用の支障とならないよう配慮して計画した。 

 災害対策課   

・マンホールトイレの整備を進めるとともに、設備点検の実施や取扱説明書を整備するなど、災

害時のトイレ対策の強化を図った。 

 総合支所地域振興課   

・訓練を通じ、避難所運営組織の構成員だけでなく、一般参加者へのマンホールトイレの設営に

関する習熟やトイレ利用のルールに関する理解を進めることができた。 

 教育施設課   

・改築や改修工事に際して、学校運営だけでなく、災害時の利用も考えたトイレの整備を進めた。 
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３ 改善  次年度に向けて  

 公園緑地課   

・防災の計画に基づき、公園への災害用マンホールトイレの設置工事を進めると共に、防災部署

と連携し、適切に機能する施設として整備する。 

 災害対策課   

・引き続き、マンホールトイレの設備点検を実施する。 

・災害時のトイレの管理・運用の具体的な内容について、避難所運営マニュアルに反映させる。 

 総合支所地域振興課   

・避難所運営組織は構成員の入れ替えなど人員に異動があるため、理解のために訓練の継続的な

実施が必要である。 

・車椅子対応のトイレ用テントの設置訓練等を全避難所で実施できるように引き続き取組む必要

がある。 

 教育施設課   

・災害時の断水・停電に備えた、屋上プールからの取水・使用のシステム導入に引き続き取り組

む。 

 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・災害時のトイレ利用に関する実践的な研究を進め、成果をだしている。次年度は避難所運営

マニュアルにその内容が反映されるようにしていただきたい。区民に確実に広まり、その内容

が妥当な内容であるか点検を進めていただきたい。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

24 情報のユニバーサルデザインガイドラインの普及 

ね ら い 
・すべての人にとって分かりやすいデザインとその考え方の普及を図る。 

・視覚情報だけでなく、情報全般のユニバーサルデザイン推進に取り組む。 

取 組 み 

内容・方法 

・音サインを含めた「情報のユニバーサルデザインガイドライン」を作成し、

活用する。 

・No.10「サイン整備の推進」と連携して実施する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

●情報のユニバーサルデザイ

ンガイドラインの作成 

 

 

 

 

 

●庁内への普 

 及 

●ユニバーサ

ルデザイン

ライブラリ

ーへの掲載 

継続 

 

継続 

継続 

 

継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・全国的に見ても取組みが進んでいない現状があり、世田谷区で取り組んだことにより、他

の自治体にも良い影響がでると思われる。変化が多い分野なので、今後も臨機応変に内容

の向上がはかられると良い。 

・世田谷区職員向けのガイドラインであるので、職員への普及を積極的に取り組まれたい。 

 

 

２８－２４(第１部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 都市デザイン課   

・ガイドラインの普及 

４月 庁内への配布・周知 

８月 庁内広報紙にてのＰＲ 

９月 庁内研修の開催（カラ

ーＵＤについて） 

１１月 小中学校 図工・美

術教員へのＰＲ 

１２月 印刷物への活用状況

調査の実施 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 都市デザイン課   

・研修や調査を通して普及を

はかった。 

活用状況調査では、調査対象

となった冊子・チラシ等９３

件のうち、６５件が情報のＵ

Ｄガイドラインを活用した。 

３ 改善  次年度に向けて  

 都市デザイン課   

・引き続き庁内への普及をは

かっていく。 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・ガイドラインに掲載されている色彩のユニバーサルデザインは全国的にも課題となっている

事柄である。そこに着目して庁内研修を実施したことは、良い取組みである。今後は、音のデ

ザイン等、ユニバーサルデザインの観点からガイドラインに掲載していくべきことが出てくる

と思われるので、数年後の改訂も視野にいれて情報収集に努められたい。 

・区がかかわる区民中心のイベント等でも、このガイドラインを活用して、区主催だけでなく

区民主催のものにも広めていくよう進めていただきたい。 
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■ 施策･事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

 

 

 

●イベント時の手話通訳、ひと

とき保育の普及 

●音声コードの区の印刷物へ

の普及 

●区ホームページの作成ガイ

ドラインの見直し 

●区ホームページでのテキス

トデータ掲載の普及 

●タブレット端末を活用した

サービスの実施 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・ホームページにアップされているＰＤＦファイルが音声読み上げに対応できるように全庁的

に取り組んだり、音声コードを封筒につけたりする取組みなど進展が見られる。今後も区が積

極的に情報提供方法の多様化を進めるように取り組まれたい。さらにメディアリテラシーの普

及についても取り組めると良い。 

・区の内部での研修では、ＰＤＦファイルの読み上げや音声コードの必要性について的確に伝

え、趣旨を理解して職員が取り組むようとりはかられたい。 

No. 【施策・事業名称】 

25 多様な情報媒体の普及・活用の推進 

ね ら い 

・ユニバーサルデザインの視点で、すべての人にとって分りやすい情報提供

を行うとともに、コミュ二ケーションを支援する。 

・情報を保障する仕組みや技術を広く周知する。 

取 組 み 

内容・方

法 

・イベント開催時の手話通訳者派遣制度、ひととき保育の提供等を進める。 

・刊行物への音声コードの印刷や、ホームページでのテキストデータの提供

を進める。 

・新しい情報技術を活用した窓口等のサービスに取り組む。 

・No.2「普及啓発イベント」と連携して実施する。 

２８－２５(第１部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 障害施策推進課   

・区のイベントに際し手話通

訳の派遣を１４６件実施した。 

・音声コードの普及のため職

員対象の説明会を実施。 

・タブレットを用いた手話通

訳サービス５か所に配備。 

 子ども家庭課   

・ひととき保育の提供を 473

件実施した。 

 都市デザイン課   

・ＵＤの工夫を取り入れたイ

ベントの紹介をホームページ

上で実施した。Ｎo２に記載。 

 広報広聴課   

・ＰＤＦファイルの音声読み

上げ対応について、引き続き

全庁周知を行うとともに、ホ

ームページ研修等の機会を捉

えて徹底を図った。 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 障害施策推進課   

・正確な手話通訳を行うため、

通訳者へ事前に十分な情報を

提供するよう所管課へ周知し

ている。 

・音声コードに関する庁内公

開サイトの記載の充実を図っ

ている。 

 子ども家庭課   

・ひととき保育をより安心し

て利用いただけるよう、保育

者の研修を実施した。また、

保護者・保育者・利用所管三

者の認識の統一を図るため、

マニュアル等の見直しを行っ

た。保護者ニーズ多様化への

対応が課題である。 

 都市デザイン課   

・Ｎo２に記載のとおり。 

 広報広聴課   

・取組みの意義を風化させる

ことなく、対応を継続・徹底

させるため、繰り返し周知を

行った。

３ 改善  次年度に向けて  

 障害施策推進課   

・手話通訳の実施に要する予

算の確保について、引き続き

周知を行う必要がある。 

・各所管課が音声コードを

個々の印刷物へスムーズに導

入できるよう、引き続き助言

を行う。 

 子ども家庭課   

・研修出席者が少ないため、

内容を工夫し、保育者の意識

を高めていく。 

 都市デザイン課   

・Ｎo２に記載のとおり。 

 広報広聴課   

・様々な機会を通して取組み

の継続を呼びかけるとともに、

添付ファイルの点検などによ

り定着を図る。 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・ホームページの音声読み上げの環境整備が進んだことで一定の情報保障がなされるようになっ

た。しかしながら、印刷物につける音声コードの普及がまだ低い状況である。今後、その割合を

大きく上げられるよう工夫を重ねていただきたい。多様な情報媒体のあり方については今後も工

夫・検証していただきたい。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

26 災害に備えた区民参加による取組み 

ね ら い 

・区民が自助・共助により災害に対応できるよう、地区特性の把握や計画の

重要性について考える機会を提供し、地区の防災力の向上を図る。 

・非常時、避難時に情報取得に困難な人に対応したハード・ソフト・人の対

応等、多面的な整備・取組みを地区の状況に応じて進める。 

取 組 み 

内容・方法 

・自助・共助による災害に備えた区民意識向上のための普及・啓発に取り組

む。 

・防災塾を通じて区民の参加により、区の地域防災計画上の防災資源や被害

想定等を確認し、災害時に想定される様々な課題を発見する。これを踏ま

えて、対応策を実行できる区民同士の協力体制をつくる。 

・外国人向けの防災知識の普及啓発に取り組む。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●自助・共助による災害に備え

た区民意識向上のための普

及・啓発 

●全地区での防災塾の実施 

●防災についての外国人向け講

座の開催 

継続 

 

 

継続 

継続 

 

継続 

 

 

継続 

継続 

 

 継続 

 

 

 

継続 

 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・防災塾の取組みに様々な人の参加があり、今後の展開に期待したい。そのためにも、まち

にでて点検する取組みなど多様な取組みを地区ごとに進めて欲しい。また、それぞれの地

区同士でお互いに学びあうような場があると良いと思う。 

・日本語教室を活かした外国人への防災教育は効果的と思われる。今後、防災塾などの地区

の取組みにも、外国人等の今までコミュニティに係わりの薄かった人の参加があると良い。

様々な呼びかけを行っていただき、防災塾の取組みが地区の自主的な動きにつながること

を期待する。 

 

２８－２６(第１部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 国際課   

・総合支所地域振興課と連携

してＪＣＡの日本語教室での

防災教室を行なった。 

・外国人留学生に地区防災訓

練への参加を呼びかけ、防災

に関する体験・啓発を行った。 

 災害対策課   

・区内２７まちづくりセンタ

ー単位の全地区で防災塾を実

施し、前年度までの議論をふ

まえて地区防災計画（案）を

作成した。 

 総合支所地域振興課  

・避難行動要支援者に対する

理解を進めるため、避難所運

営組織等に対し避難所運営の

課題として啓発活動や研修を

実施した。 

・国際課と連携しＪＣＡの防

災教室に講師派遣を行なった。 

・外国人留学生に地区防災訓

練への参加を呼びかけ、防災

に関する体験・啓発を行った。 

・一部の避難所では、訓練に

ポータブルスロープを活用し

て、車椅子利用者や高齢者も

参加しやすい環境を整えた。 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 国際課   

・防災訓練等を通じて、外国

人の防災に関する意識や知識

を深めることができた。 

 災害対策課   

・防災塾を通じ、町会・自治

会、民生・児童委員、ＰＴＡ、

商店街や区内事業所等が参加

して、地区の実情に応じた地

区防災計画（案）を作成する

ことができた。 

 総合支所地域振興課  

・防災塾事業と連携し、高齢

者･障害者･外国人･妊婦･ペッ

ト同行避難者など、様々な事

情を抱える避難者の存在につ

いて理解を進めることができ

た。 

・防災訓練等を通じて、外国

人の防災に関する意識や知識

を深めることができた。 

３ 改善  次年度に向けて  

 国際課  

・日本語教室での防災教室を

引き続き開催し、外国人に対

する防災知識等の啓発に取り

組む。 

 災害対策課  

・地区防災計画に基づく地区

の課題解決が進み、自助・共

助を基本とした地区防災力の

向上を目指して、引き続き防

災塾を実施する。 

 総合支所地域振興課  

・各避難所運営訓練において

配慮が必要な避難者の存在を

想定した訓練を検討･普及す

る必要がある。 

・防災訓練等様々な機会を捉

えて、外国人に対する防災知

識等の啓発に取り組む必要が

ある。

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・防災塾の取組みで避難行動要支援者への対応だけでなく、乳幼児や女性の視点からの避難所

運営についての議論や学びがでてきている。庁内の連携を進め、ユニバーサルデザインの視点

をより取り入れて地区防災計画の運用をはかっていただきたい。 

・「避難所運営ゲーム」が世田谷区の５つの地区で実践された。災害時の心のケアへの対応な

ど新たな視点が避難所運営に入ってきている。更なる工夫を行えるよう、進めていかれたい。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

27 ユニバーサルデザインによる接客・接遇の向上 

ね ら い 

・ユニバーサルデザインによるサービスを広く普及させ、多様なニーズに対

応できる生活環境の整備を進める。 

・商店街等、まちの中で当事者を交えた実践的な研修イベントを行い、区民、

事業者、職員のユニバーサルデザインへの意識向上を図る。 

・職員一人ひとりが相手の立場に立った対応を行うことができるよう、接遇

に関するマニュアルの周知・活用を図る。 

取 組 み 

内容・方法 

・「普及啓発イベント」と「ユニバーサルデザイン普及講座」の機会に冊子

「みんなが嬉しくなるお店」を副読本やテキストとして積極的に配布する。 

・当事者への接客等を学びあう場では、盲導犬等様々な支援について理解を

深めるようにする。 

・「窓口応対向上マニュアル」（職員向け）を接遇研修において配付・活用

するとともに、庁内に周知し、職場内研修等での活用を図る。 

・No.2「普及啓発イベント」と連携して実施する。 

・No.3「ユニバーサルデザイン普及講座」と連携して 

実施する。 

・No.5「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー 

等の人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取 

組みの推進」と連携して実施する。 

・No.28「職員のユニバーサルデザインに関する研修の 

推進」と連携して実施する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

●普及啓発イベント等での冊

子配布 

●接客を学ぶ研修等の開催 

●職員研修、職場内研修等での 

「窓口応対向上マニュアル」

（職員向け）の活用 

継続 

 

継続 

継続 

 

継続 

 

継続 

継続 

 

継続 

 

継続 

継続 

 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・障害者理解促進事業として新たに「せたがや障害者・まち！交流塾」という商店街と、障害者

施設・団体・ＮＰＯが出会う新しい場ができたことは素晴らしい。接客や接遇の向上には、実際

に多様な人と接することが有効である。地域では様々な動きがあるので、常に多様な情報に意識

を向けて、区が仲介しながら、今後も良い交流が生まれるように工夫を願いたい。 

 

２８－２７(第１部会) 
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 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 都市デザイン課    

・イベントや出張講座、また障害者差別解消法の研修やＰＲに合わせて冊子の配布を行った。 

 障害施策推進課・商業課   

・２月１１日 

「せたがや 障害者・まち！交流塾」を開催し、区内２商店街と障害者施設が連携して取り組ん

だ事例の発表やパラリンピアンを交えたパネルディスカッション、ワークショップ等を通し、障

害への理解とユニバーサルデザインの視点での「おもてなし商店街」に向け考えた。 

 研修担当課  

・以前の「窓口応対向上マニュアル」に替え、障害者だけでなく様々な相手に合わせた対応につ

いての説明を充実させた「接遇・応対力向上マニュアル」を新たに作成した。 

・「接遇・応対力向上マニュアル」を利用して、接遇研修を実施した。また、庁内公開サイトに

もマニュアルを掲載し、ＯＪＴでの活用等を図った。 

（研修生への配布実績 562部） 

 

２ 評価  工夫や苦労した点  

 都市デザイン課    

・障害者差別解消法の施行に伴いそのＰＲと合わせた配布ができ、効果的な配布ができた。 

 障害施策推進課・商業課  

・「せたがや 障害者・まち！交流塾」では、商店街連合会の協力により周知することができ、

多くの商店街関係者に参加していただいた。 

・東京2020大会をテーマとした内容とすることで、より具体的な取組みを考える機会となった。 

 研修担当課  

・障害者差別解消法施行も受け、様々な機会を活かして「接遇・応対力向上マニュアル」を利用

し、相手の立場に立って応対し、必要な配慮を行っていくことを学ばせ、接遇応対の向上を図っ

た。 
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３ 改善  次年度に向けて  

 都市デザイン課    

・障害理解のテキストとしても適していることが分かったので、冊子の活用の検討を重ねていく。 

 商業課  

・商店街でＵＤによる接客・接遇の向上に向けて、研修の機会への参加を促していく。 

 障害施策推進課  

・「せたがやノーマライゼーションプラン」にあわせて、このような障害理解促進事業を継続実

施していく。その中でユニバーサルデザインによる取組みが障害理解につながることを積極的に

広報していく。 

 研修担当課  

・今後も、様々な機会に「接遇・応対力向上マニュアル」の利用を促し、職員の接遇、応対力の

向上を図っていく。 

 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・新たな職員向けマニュアルによりユニバーサルデザインの理解が庁内で広がるよう、窓口だ

けでなく電話対応など幅広く活用するようお願いする。また、「みんなが嬉しくなるお店」が

障害者差別解消法のＰＲの一環として商店街関係者に配布されたことは良い啓発である。今後

も幅広く啓発を進められたい。 

・「せたがや障害者・まち！交流塾」では障害者団体と地域団体や商店街との交流が進んだの

で、継続的な開催を期待する。 
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■ 施策･事業概要 

No. 【施策・事業名称】 

28 職員のユニバーサルデザインに関する研修の推進 

ね ら い 

・区の職員のユニバーサルデザインを意識した行政サービスの必要性につい

て理解を深める。 

・ユニバーサルデザインの理念学習と接客・接遇体験等を組み合わせ、より

実感できる研修プログラムを企画・実施する。 

・すべての人にとって使いやすい施設整備を進めるために、ユニバーサルデ

ザイン整備基準や、施設運営での配慮事項の研修を進める。 

取 組 み 

内容・方法 

・接遇研修にユニバーサルデザインの理念を取り入れた研修を実施する。 

・ユニバーサルデザイン整備を進めるためのユニバーサルデザイン整備基準

やユニバーサルデザインを考慮した施設運営・接客に関する研修を行う。 

・No.5「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場

を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 

・No.27「ユニバーサルデザインによる接客・待遇の向上」と連携して実施す

る。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

 

●ユニバーサルデザインに関す

る接遇研修・技術研修等の実

施 

 

継続 

 

 

 

継続 

 

 

継続 

 

 

 

 前年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・五感を活かした体験を共有するという研修は大学での講義レベル並みに高度なものである。

芸術文化でのユニバーサルデザインの取組みはこれから伸ばしていくべきものなので、更な

る展開を期待したい。 

・福祉体験研修は、障害者や高齢者だけでなく子育て中の人など、より幅を広げた内容にな

ると良い。また、協力していただく方々との意見交換の場を設けるなどして、研修のスパイ

ラルアップに取り組まれたい。 

 

２８－２８(第１部会) 



UD（ユニバーサルデザイン）のスパイラルアップ 

 

68 
 

 区の今年度の取組み 

１ 点検  実施したこと  

 研修担当課   

・ＵＤの理念を取り入れた職

層研修や接遇研修、採用時の

障害福祉体験研修（障害疑似

体験、障害当事者との交流）

等を実施した。 

受講生（延べ） 885名 

 都市デザイン課   

・職員研修「だれにでも情報

が伝わる『色使い』」を開催。

３７名受講。職員の関心が高

く、当初の定員を超え、様々

な部の職員が受講した。 

 

 

２ 評価 工夫や苦労した点  

 研修担当課   

・障害福祉体験研修では、実

際に障害疑似体験をすること

や障害当事者からの実体験を

聞くことをきっかけに、だれ

もが過ごしやすいまちづくり

について検討させた。接遇研

修等では、常に相手の置かれ

た状況に寄り添って配慮し、

対応していく姿勢を学ばせた。

このような研修を通し、繰り

返しＵＤの理念を学び、ＵＤ

を考慮した取り組みの必要性

を実感させることにより、理

念の浸透を図った。 

 都市デザイン課   

・情報のＵＤガイドラインの

普及と合わせた研修とするこ

とができた。 

各所管で印刷物作成などに応

用の利くプログラムとなった。 

３ 改善  次年度に向けて  

 研修担当課   

・継続してＵＤの理念を取り

入れた職員研修を実施し、Ｕ

Ｄの理解促進を図っていく。 

 都市デザイン課   

・庁内のニーズを勘案し、ガ

イドラインの普及と合わせた

研修を検討していく。 

 

 

 今年度の講評・提案  ＵＤ審議会から  

・「情報のユニバーサルデザインガイドライン」で工夫すべき事項として載っている色彩のユニ

バーサルデザインに焦点をあてた研修は大学での講義レベル並みで良い。職員研修の幅を広げ、

研修のなかで基本的なユニバーサルデザインの考え方を改めて理解できるようにしていただきた

い。次年度も「情報のユニバーサルデザインガイドライン」を広めることと合わせた庁内研修に

取り組まれるよう期待する。 


